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第１章 設計業務等一般 

第１節 設計業務等一般 

第  101 条  使用する技術基準等 

受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様

書に基づいて行うものとする。 なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を

得なければならない。  

第  102 条  現地踏査 

受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状

況を把握するものとする。  

第  103 条  設計業務等の種類 

1． 設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。

2． この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とする

が、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用

するものとする。  

第  104 条  調査業務の内容 

調査業務とは、第 102条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測

定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うこ

とをいう。 

なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことにつ

いても、これを調査業務とする。 

第  105 条  計画業務の内容 

計画業務とは、横浜市土木設計業務共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）

第113条に定める貸与資料及び第 101条に定める適用基準等及び設計図書等を用い

て解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。 

なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについて

も、これを計画業務とする。  

第  106 条  設計業務の内容 

1． 設計業務とは、共通仕様書第113条に定める貸与資料及び第 101条に定める適用

基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、概略設計、予備設計あるい

は詳細設計を行うことをいう。

2． 基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基礎的諸元

を設定するものをいう。 

3． 概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき

目的構造物の比較案または最適案を提案するものをいう。  

4． 予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設

計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、

経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面

図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するも
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のをいう。  

なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、

予備設計とする。  

5． 詳細設計とは、実測平面図（空中写真図を含む）、縦横断面図、予備設計等の成

果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、

縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書

等を作成するものをいう。  

 

第  107 条  調査業務の条件  

1． 受注者は、業務の着手にあたり、共通仕様書第113条に定める貸与資料、第 101

条に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これら

の図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の

指示または承諾を受けなければならない。 

2． 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、共通仕様書第113条に

定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対

象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。 

3． 受注者は、本条 2項に基づき作業した結果と、共通仕様書第113条の貸与資料と

相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と

協議するものとする。  

4． 受注者は、設計図書及び第 101条に定める諸基準等に示された以外の解析方法等

を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾

を得るものとする。  

 

第  108 条  計画業務の条件 

1． 受注者は、業務の着手にあたり、共通仕様書第113条に定める貸与資料、第 101

条に定める適用基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する｡受注者は、これら

の図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の

指示または承諾を受けなければならない。  

2． 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、共通仕様書第113条に

定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対

象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。  

3． 受注者は、本条 2項に基づき作業を行った結果と、共通仕様書第113条の貸与資

料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督

員と協議するものとする。  

4． 受注者は、設計図書及び第 101条に定める諸基準等に示された以外の解析方法等

を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾

を得るものとする。  

 

第  109 条  設計業務の条件  

1． 受注者は、業務の着手にあたり、共通仕様書第113条に定める貸与資料、第 101

条に定める適用基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得る

ものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定す

る必要がある場合は、事前に監督員の指示または承諾を受けなければならない。 

2． 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、共通仕様書第113条に

定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対

象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。 

3． 受注者は、本条 2項において、共通仕様書第113条の貸与資料と相違する事項が

生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものと
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する。  

4． 受注者は、設計図書及び第 101条に定める適用基準等に示された以外の解析方法

等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承

諾を得るものとする。 

5． 受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の

承諾を得るものとする。 

6． 設計に採用する材料、製品は原則としてＪＩＳ、ＪＡＳの規格品及びこれと同等

品以上とするものとする。  

7． 設計において、横浜市道路・交通政策局道路構造物標準図集及び建設省（国土交

通省）土木構造物標準設計図集に集録されている構造物については、受注者はその

採用を検討するものとし、監督員の承諾を得るものとする。なお、これらに定めら

れた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。  

8． 受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計

算過程を明記するものとする。  

9． 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取

り入れた設計を行うものとする。 

また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。  

10．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前

に監督員と協議するものとする。  

11．受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層のコ

スト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースに

ついてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設

計時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。  

この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着

目点・留意事項等（コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項）

について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本

提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。  

12．受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、もしくは、概略設計に

おける比較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システ

ム（NETIS ）等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うも

のとする。 

また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、新技術情報提供シ

ステム（NETIS）等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行

い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。  

 

第  110 条  調査業務及び計画業務の成果  

1． 調査業務及び計画業務の成果は、この特記仕様書以外の特記仕様書（以下、「そ

の他の特記仕様書」という。）に定めのない限り第２章以降の各調査業務及び計画

業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。  

2． 受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等をその他の特記

仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共に

とりまとめるものとする。  

3． 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果

をとりまとめることとする。  

4． 受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程

を明記するものとする。 

5． 受注者は、成果品の作成にあたって、成果品一覧表又はその他の特記仕様書によ

るものとする。 
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第  111 条  設計業務の成果  

成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。  

(1) 設計業務成果概要書  

設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポ

イント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説

し取りまとめるものとする。  

(2) 設計計算書等 

計算項目は、この特記仕様書及びその他の特記仕様書によるものとする。  

(3) 設計図面 

設計図面は、設計業務数量算出基準（以下、「数量算出基準」という。）及び

その他の特記仕様書に示す方法により作成するものとする。  

(4) 数量計算書  

数量計算書は、数量算出基準及びその他の特記仕様書により行うものとし、算

出した結果は、工種別、区間別に取りまとめるものとする。  

ただし、概略設計及び予備設計については、その他の特記仕様書に定めのある

場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。  

(5) 概算工事費  

概算工事費は、監督員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概

略数量をもとに算定するものとする。  

(6) 施工計画書 

1） 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載する

ものとする。 

    (ｱ) 計画工程表    (ｲ) 使用機械    (ｳ) 施工方法  

  (ｴ) 施工管理      (ｵ) 仮設備計画  (ｶ) 特記事項その他 

2） 特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特

記事項として記載するものとする。  

(7) 現地踏査結果 

受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結

果をとりまとめることとする。  
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第２章 道路環境調査 

 
第１節 道路環境調査  

本調査は、「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測

及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置

に関する指針等を定める省令（平成25 年4 月1 日国土交通省令第28 号」（以下この

節において「技術指針省令」という）に準拠して実施するものとする。  

 

第  201 条 調査 

1． 業務目的 

本業務は、対象事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、設計図書に示された項目

の調査を実施することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 調査 

1） 受注者は、対象事業において選定された項目の調査の手法に基づき、調査す

べき情報、調査の基本的な手法、調査地域、調査地点、調査期間等を具体に明

記した調査の計画を作成するものとする。 

2） 受注者は、調査計画に基づき調査を実施するものとする。 

3）  受注者は、適切に予測及び評価を行うために、前項の調査の結果について、

調査内容を踏まえ整理するものとする。  

(3) 調査結果の解析 

受注者は、必要に応じ調査地域における環境の現状を解析し、予測及び評価を

行うための資料をとりまとめるものとする。  

(4) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 110条調査業務及び計画業務の成果に準じて

報告書を作成するものとする。  

第２節 成果品 

第  202 条  成果品 

1． 道路環境調査 

受注者は、共通仕様書第117条成果品の提出に従うものとする。 
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第３章 道路設計 

 
第１節 道路設計の種類 

第  301 条 道路設計の種類 

道路設計の種類は以下のとおりとする。 

(1) 道路 

(2) 歩道（自転車歩行者道を含む） 

(3) 平面交差点 

(4) 立体交差点 

(5) 道路休憩施設 

(6) 一般構造物 

 

第２節 道路設計 

第  302 条 道路設計の区分 

1． 道路設計の区分道路設計は以下の区分により行うものとする。  

(1) 道路概略設計((Ａ)、(Ｂ)) 

(2) 道路予備設計(Ａ) 

(3) 道路予備修正設計(Ａ) 

(4) 道路予備設計(Ｂ) 

(5) 道路予備修正設計(Ｂ) 

(6) 道路詳細設計 

 

第  303 条 道路概略設計 

1． 業務目的 

道路概略設計は、第 106条設計業務の内容第 3項に示す業務を、設計図書に基づ

いて検討し、事業を実施しようとする最適の路線を選定することを目的とする。本

業務は使用する地形図の種類により以下に細分される。  

(1) 概略設計(Ａ)は地形図(縮尺1/5,000)をもとに行う設計をいう。 

(2) 概略設計(Ｂ)は地形図(縮尺1/2,500) をもとに行う設計をいう。 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す予定路線の当該計画地域における地形、地質、地物、

植生、用排水、土地利用状況及び文化財の把握・確認を行うものとする。なお、

現地調査（測量、地質調査、交通量調査）を必要とする場合は、受注者はその理

由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 路線選定 

受注者は、当該地域の自然、社会的条件ならびにコントロール物件を考慮し、

設計条件に適合した、可能と思われる比較案３案の路線を選定する。路線選定に

際し、路線の平面線形、縦断線形は主要構造物（トンネル、橋梁、函渠、擁壁、
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土工構造物等）、連絡等施設を考慮して計画し、監督員と協議の上、最適路線を

選定するものとする。  

(4) 主要構造物計画 

受注者は、路線計画上、平面・縦断的コントロールとなる主要構造物（鉄道・

道路との交差、渡河地点）について、現地踏査、文献資料等からの形式の選定を

行い、概略設計図を作成するものとする。  

(5) 設計図 

受注者は、本条2.(3)項で規定の比較路線それぞれについて以下の設計図面を

作成するものとする。 

1） 路線図 

市販地図に用途地域及び主要コントロール物件を図示し、比較路線を含めた

計画路線を記入するものとする。 

2） 平面図 

地形図に当該地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因を明示し、

路線（曲線要素）、主要構造物、連絡等施設ならびに縦断線形要素を記入する

ものとする。また、監督員の指示により比較路線を記入するものとする。 

3） 縦断図 

図面に、交差道路、鉄道、河川等の名称を記入し、主要構造物（トンネル、

橋梁、函渠）について寸法、形状、形式が判るように明示する。計画高は地形

図の縮尺1/5,000 及び1/2,500 に対し各々100ｍ及び50ｍ毎、ならびに主要点

に対し明記するものとする。 

4） 標準横断図 

道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成する。 

5） 横断図 

縦断計画を行った同一点及び地形の変化点について横断図を作成する。この

時、路面の片勾配は考慮しないものとする。 

(6) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説明用資料を作成す

るものとする。  

(7) 概算工事費 

受注者は比較案それぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工

事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものと

する。  

(8) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得ら

れているかの確認を行う。 

2） 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行

う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備などが設計に反映されているかの

確認を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

    4） 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

  (9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計
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概要書を作成するものとする。  

1） 計画の経緯 

2） 計画地域の現況及び将来計画のまとめ 

3） 計画条件検討経緯及びその結果 

4） 当該計画地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因の説明 

5） 比較路線の選定経緯と最適路線の計画概要及び今後の課題 

6） その他留意事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 地形図(縮尺1/5,000 又は1/2,500)  

(2) 地質調査成果一式 

 

第 304 条 道路予備設計(Ａ) 

1． 業務目的 

道路予備設計(Ａ)は、概略設計によって決定された路線について、第 106条設計

業務の内容第 4項に示す業務の内、平面線形、縦横断線形の比較案を策定し、施工

性、経済性、維持管理、走行性、安全性及び環境等の総合的な検討と橋梁、トンネ

ル等の主要構造物の位置、概略形式、基本寸法を計画し、技術的、経済的判定によ

りルートの中心線を決定することを目的とする。なお、設計図書に基づき中心線座

標の計算を行うものとする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 303条道路概略設計第 2項の(2)に準ずるも

のとする。  

(3) 路線選定 

受注者は、路線選定に際し、路線の平面線形、縦断線形は、主要構造物（トン

ネル、橋梁、函渠、擁壁、土工構造物等）の位置、概略形式、基本寸法等を考慮

して計画するものとする。  

(4) 設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。 

1） 路線図 

市販地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等施設等を記

入するものとする。 

2） 平面図 

航測地形図に社会的、自然的、文化的要素ならびにコントロール物件を明示

し、路線の平面線形（半径、緩和曲線パラメータ）、縦断線形要素（縦断勾配、

理論変換点での標高、勾配、縦断曲線長、縦断曲線半径）、構造物（橋梁、高

架、トンネル、函渠、管渠、擁壁、特殊法面、等）の位置、形式、基本寸法等

及び連絡等施設を記入するものとする。この他、付替道路、付替水路、側道、

用排水溝等も記入するものとする。なお、用排水は流向も明示するものとする。 

3） 縦断図 

縦断図は、20ｍ毎の測点及び主要点について計画高を記入するものとする。

また、交差道路、鉄道、河川等の名称も記入する。この他各種構造物（橋梁、

高架、トンネル、函渠、管渠）の位置（測点）、形式、基本寸法も表示するも
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のとする。 

4） 標準横断図 

道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成する。 

5） 横断図 

横断図は、縦断計画を行った同一地点について作成する。擁壁、特殊法面、

土工構造物等については、現地踏査ならびに過去の実施例等を参考に計画する

ものとする。また、盛土・切土の法勾配についても道路土工指針等を参考に標

準的な勾配を採用するものとする。 

6） 主要構造物計画図 

延長50m 以内の橋梁・トンネル等の主要構造物について、現地踏査を基に、

標準設計や既往の資料を参照し、位置、形式、基本寸法を計画し、一般構造図

を作成するものとする。また、延長 50mを超える主要構造物及び擁壁、特殊土

工構造物で標準設計以外の特殊な形式、規模のものを計画する場合は、設計図

書に基づき、一般構造図を作成するものとする。 

(5) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(6) 概算工事費 

受注者は比較案それぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工

事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものと

する。  

(7) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 303条道路概略

設計第2項の(8)に準ずるものとする。  

(8) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。  

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路概略設計成果一式 

(2) 地質調査成果一式 

(3) 地形図(縮尺1/1,000)  

 

第  305 条 道路予備修正設計(Ａ) 

1． 業務目的 

道路予備修正設計(Ａ)は、道路予備設計(Ａ)の業務完了後に、発注者において変

更が生じた場合、道路予備設計(Ａ)の成果に基づき、道路予備設計(Ａ)と同一水準

の業務を行うことを目的とする。なお、業務内容については設計図書に基づき実施

するものとする。  

2． 業務内容 

受注者は、業務内容について、第 304条道路予備設計（Ａ）第 2項に準ずるもの

とする。  

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路概略設計成果一式 

(2) 道路予備設計(Ａ)成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 地形図（縮尺1/1,000） 
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第  306 条 道路予備設計(Ｂ) 

1． 業務目的 

道路予備設計(Ｂ)は道路予備設計(Ａ)、或いは同修正設計により決定された中心

線に基づいて行われた実測路線測量による実測図を用いて、第 106条設計業務の内

容第 4項の業務のうち、図上での用地幅杭位置を決定することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために、現地踏査を行う。現地踏

査に当たっては、現地での交差道路、用排水系統等の現地状況の確認及び道路予

備設計(Ａ)、或いは同修正設計で計画されている構造物の位置等の基本的事項の

把握を行うものとする。なお、現地調査（測量、地質調査、交通量調査）を必要

とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査事項について監督員に報告

し、指示を受けるものとする。  

(3) 縦断設計 

受注者は、既存資料及び現地踏査に基づいて、平面線形との組合わせ、橋梁、   

トンネル等の主要構造物の位置、形式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形を設計す

るものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線を想定し法面勾配

と構造を決定し、道路の横断構成、側道、水路等を設計するものとする。  

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落

石防護工等をいう。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水

路（幅２ｍまたは高さ1.5ｍを超えるもの）、地下道、取付道路（延長10ｍ以上）、

側道、階段工（高さ３ｍ以上）等について、設計図書に基づき現場条件、設計条

件に合致するよう設計するものとする。なお、一般構造物は、設計図書に基づき

第 323条一般構造物予備設計に準ずるものとする。  

(6) 小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず道路構造物標

準図集等から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁

（高さ2ｍ未満）、管渠、側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路（幅2ｍ以下か

つ高さ1.5m 以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（延長10ｍ未満）、階段工（高

さ3ｍ未満）等の位置、形式、基本寸法等を決定するものとする。  

(7) 用排水設計 

受注者は、既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系統の計画、流量計

算を行い、用排水構造物を設計する。特に現地における既設の関連用排水現況、

将来計画等を十分把握して適切な設計を行うものとする。使用する用排水構造物

は、下水道設計標準図を参照するものとする。  

(8) 設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。 

1） 路線図 

市販地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等施設等を記

入するものとする。 
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2） 平面図 

実測平面図を用い、設計した縦断・横断の成果及び橋梁、トンネル等の主要

構造物等、計画した全ての構造物を記入するものとする。 

3） 縦断図 

  実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき20ｍ毎の測点、主要点及び地

形の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び道路横

断構造物を記入するものとする。 

4） 標準横断図 

切土、盛土等の断面について代表的な横断形状の箇所を選定し作成する。 

5） 横断図 

実測横断図を用い、標準として20ｍ毎の測点について横断設計に基づき作成

する。土層別の土量、法長および幅杭等、必要な事項を記入するものとする。 

6） 一般図作成 

一般構造物（函渠、擁壁等）は設計図書に基づき、第 7 節一般構造物設計

第 323条一般構造物予備設計の規定に準じて一般図を作成する。 

(9) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(10)用地幅杭計画 

受注者は、縦断・横断・道路付帯構造物・小構造物及び用排水設計に基づき用

地幅杭位置を求めるものとする。  

(11)概算工事費 

受注者は、第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を算定するものと

する。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 303条路概略設

計第 2項の(8)に準ずるものとする。  

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 計画の概要 

    2） 地域の現況及び関連協議資料 

    3） 各種検討の経緯とその結果 

    4） 設計計算書 

    5） 概算事業費 

    6） 用地幅杭調書 

7） その他必要事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計(Ａ) 、同修正設計成果一式 

(2) 地質調査成果一式 

(3) 測量成果一式 

 

第  307 条 道路予備修正設計（Ｂ） 

1． 業務目的 

道路予備修正設計(Ｂ)は、道路予備設計(Ｂ)が完了後、発注者において変更が生

じた場合、受注者は設計図書に基づき道路予備設計(Ｂ)の成果に基づき道路予備設
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計(Ｂ)と同一水準の業務を行うことを目的とする。  

2． 業務内容 

受注者は、業務内容について、第 306条道路予備設計(Ｂ)第 2項に準ずるものと

する。  

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計(Ｂ)成果一式 

(2) 地質調査成果一式 

(3) 測量成果一式 

 

第  308 条 道路詳細設計 

1． 業務目的 

道路詳細設計は、道路予備設計(Ｂ)、或いは同修正設計(Ｂ)で確定した中心線位

置、用地幅杭位置に基づき、第 106条設計業務の内容第 5項に示す業務を行い、工

事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書

を作成することを目的とする。なお、予備設計で確定すべき要件が確定されていな

い場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書に示された設計を行うものとす

る。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。現地踏査

では、予備設計で計画されている構造物等の位置、交差または付替道路、用排水

系統等について確認するとともに、当該設計箇所における地形、地質、地物、植

生、土地利用状況等についても確認を行うものとする。 

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、平面設計について、実測平面図を用い道路予備設計(Ｂ)、或いは同

修正設計により決定された線形の再確認及び必要に応じた細部検討を行うもの

とする。縦断設計は、実測縦断図を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、

型式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形を決定し、20ｍ毎の測点及び主要点を標準

とする測点について計画高計算を行うものとする。 

(4) 横断設計 

受注者は、実測横断図を用い、地質調査結果に基づき土層線を想定し、法面勾

配と構造を決定し、道路横断の詳細構造を設計するものとする。  

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落

石防護工等をいう。］及び、管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水

路（幅2ｍ超かつ延長100ｍ超）、地下道、取付道路（幅3ｍ超かつ延長30ｍ超）

側道、階段工（高さ3ｍ以上）等については、設計図書に基づき現場条件、設計

条件に合致するよう設計するものとする。なお、一般構造物は、設計図書に基づ

き第 324条一般構造物詳細設計に準ずるものとする  

(6) 小構造物設計 

受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず道路構造物標

準図集等から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁

（高さ2ｍ未満）、管渠、側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路（幅2ｍ以下ま

たは延長100m 以下）、集水桝、防護柵工、取付道路（幅3ｍ以下または延長30ｍ
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未満）、階段工（高さ3ｍ未満）等を設計するものとする。なお、必要に応じ展

開図を作成するものとする。  

(7) 仮設構造物設計 

受注者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物につ

いて、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、

図面及び数量計算書を作成するものとする。  

(8) 用排水設計 

受注者は、既存資料及び現地踏査の結果に基づいて用排水系統の計画、流量計

算、用排水構造物の形状等について設計を行い、排水系統図を作成する。特に現

地における既設の関連用排水現況、将来計画との整合を考慮して設計を行う。使

用する用排水構造物は｢下水道設計標準図｣を参照する。用排水系統図には、自然

流下の用排水路については流水方向と施工高さを記入するものとする。  

(9) 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき経済的かつ合理的に工事の費用を予定するために

必要な施工計画を行うものとする。  

(10)設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。なお、工事発注に際して留意

すべき設計条件等は図面に記載するものとする。 

1） 路線図 

市販地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等施設等を記

入するものとする。 

2） 平面図 

実測平面図を用い、設計した縦断・横断の成果及び橋梁、トンネル等の主要

構造物等、計画した全ての構造物を記入するものとする。 

3） 縦断図 

  実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき20ｍ毎の測点、主要点及び地

形の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び道路横

断構造物を記入するものとする。 

  4） 標準横断図 

切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断

図には、幅員構成、舗装構成、法面保護工、道路付帯構造物小構造物等の必要

事項を記入するものとする。 

5） 横断図 

実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土

量および法長等、必要な事項を記入する。 

6） 土積図 上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。 

7） 詳細図 道路構造物標準図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及

び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。 

(11)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得ら

れているかの確認を行う。 
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2） 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行

う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備などが設計に反映されているかの

確認を行う。 

 3） 「詳細設計照査要領」（旧建設省）等に基づき、詳細設計に必要な設計細部

条件の検討・整理結果及び主要計画図について照査を行う。 

4） 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 計画の概要 

2） 各種検討の経緯とその結果 

3） 設計計算書（排水計算、設計計算等） 

4） その他必要事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計(Ｂ)成果一式 

(2) 道路予備修正設計(Ｂ)成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

(5) 関連構造物設計成果一式（橋梁、トンネル等） 

 

第３節 歩道設計（自転車歩行者道を含む） 

第  309 条 歩道設計の区分 

歩道設計は以下の区分により行うものとする。 

1． 歩道詳細設計 

第  310 条 歩道詳細設計 

1． 業務目的 

歩道詳細設計は、現道の路側に歩道新設もしくは改築する場合の設計を行い、工

事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書

を作成することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における歩道の状況（建築物、他の道

路、地形など沿道周辺）の状況を把握、確認を行うものとする。  

(3) 平面設計 

受注者は、実測平面図に基づき、車道部または車道端に合わせ、構造物、用水

路、排水流向などについて、その断面、位置取り合いなど、必要なもの全ての設

計を行うものとする。  

(4) 縦断設計 

受注者は、実測縦断により、20ｍ毎の測点および変化点について、路面高さお

よび車道高さと整合を図り、歩道計画高を設計するものとする。  

(5) 横断設計 
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受注者は、実測横断図に基づき、縦断図と同一地点において、道路中心線の計

画高または現道高さより先に決定または与条件として与えられた幅員に対し、水

路、縁石、側溝などの位置、取合いおよび幅杭位置等を横断計画に必要な全ての

構造物を設計するものとする。  

(6) 道路付帯構造物設計 

受注者は、道路付帯構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(5)

に準ずるものとする。  

(7) 小構造物設計 

受注者は、小構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(8) 用排水設計 

受注者は、用排水設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(8)に準ずる

ものとする。  

(9) 設計図 

受注者は、実測図（平面図、縦横断図）を基に以下の図面を作成するものとす

る。 

1） 平面図 

実測平面図に基づいて、車道部または車道端の線形に合わせて小構造物、側

溝類、用地幅杭、排水流向、構造物の名称、延長など記入する。 

2） 縦断図 

実測縦断図に基づき、決定された計画高について測点および変化点毎に縦断

勾配、計画高さ、交差道路、道路横断構造物を記入する。 

3） 標準横断図 

切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断

図には、幅員構成、舗装構成、法面保護工、道路付帯構造物小構造物等の必要

事項を記入するものとする。 

4） 横断図 

実測横断図に基づいて、歩道幅員、歩道構造および用地幅杭位置などの寸法

を記入する。 

5） 詳細図 

道路構造物標準図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表

を記入した詳細図を作成するものとする。 

(10)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 308条道路詳細

設計第 2項の(12)に準ずるものとする。  

(12)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。  

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 地質調査成果一式 

(2) 測量成果一式 

 

第４節 平面交差点設計 
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第  311 条 平面交差点設計の区分 

1． 平面交差点設計は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 平面交差点予備設計 

(2) 平面交差点詳細設計 

 

第  312 条 平面交差点予備設計 

1． 業務目的 

平面交差点予備設計は、道路予備設計で検討された平面図及び縦横断図を用いて、

設計図書に基づいた設計条件で、交差点形状について、決定することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における現道状況、現況現示、用排水

路及び系統、沿道状況等の把握、確認を行う。なお、現地調査（測量、地質調査

等）を必要とする場合、受注者はその理由を明らかにし調査内容について監督員

に報告し指示を受けるものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、交差点形状について２案の比較案の検討と交差点間隔、平面交差点

付近の線形（視距、曲線半径、縦断線形等）など、主に幾何構造上について検討

を行うものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計について、20ｍ毎を標準として道路設計条件によって、標

準部、右・左折部、変速車線部の設計を行うものとする。  

(5) 交差点容量・路面表示 

受注者は、交差点容量について、設計図書に基づき与えられた交通量（時間別・

方向別）に対し、最適現示及び飽和度を計算する。また路面表示については変速

車線部、右・左折部の矢印、横断歩道、停止線、車両の軌跡等の検討を行うもの

とする。  

(6) 設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。 

1） 交差点位置図 市販地図等に設計する交差点の位置、コントロールとなる地

物情報等を記入するものとする。 

2） 平面図 

平面設計に基づいて、交差点部の滞留長、変速車線部、右・左折部、横断歩

道、停止線、矢印などの路面表示を含めて記入する。 

3） 縦断図 

縦断設計に基づいて、縦断勾配、測点及び変化点毎の計画高、及び、交差道

路、道路横断構造物等を記入する。 

4） 標準横断図 

本線部、滞留車線、すり付車線部などについて作成する。 

5） 横断図 

横断設計に基づいて、縦断図と同一点および本線、変速車線、滞留車線、す

り付車線部などについて作成する。 

(7) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

16



るものとする。  

(8) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(9) 概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工

事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものと

する。  

(10)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 303条道路概略

設計第 2項の(8)に準ずるものとする。  

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 計画の経緯 

    3） 現示、飽和度の計算 

    4） その他留意事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 地質調査成果一式 

(2) 地形図（縮尺1/500） 

(3) 交通量関係の資料 

 

第  313 条 平面交差点詳細設計 

1． 業務目的 

平面交差点詳細設計は、実測図の成果を用い、工事に必要な詳細構造を経済的か

つ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

なお、予備設計で確定すべき条件が確定されていない場合、或いは変更の必要があ

る場合は、設計図書に基づき設計を行うものとする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 312条平面交差点予備設計第 2項の(2)に準

ずるものとする。なお、現地調査以降の記述については省略するものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、交差点形状など、その後の協議によって変更された最新の情報で行

う。導流路、隅切停止線の位置、横断歩道の設置などを考慮し行うものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計した交差点の中心線の計画高に基づいて、標準部、右・左

折変速車線部等を20ｍ毎の測点及び主要点について設計を行うものとする。  

(5) 交差点容量・路面表示 

受注者は、交差点容量・路面表示について、第 312条平面交差点予備設計第 2 
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項の(5)に準ずるものとする。  

(6) 道路付帯構造物設計 

受注者は、道路付帯構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(5)

に準ずるものとする。  

(7) 小構造物設計 

受注者は、小構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(8) 用排水設計 

受注者は、用排水設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(8)に準ずる

ものとする。  

(9) 設計図 

受注者は、実測図（平面図、縦横断図）を基に以下の設計図を作成するものと

する。 

1） 交差点位置図 

市販地図等に路線、主要構造物、コントロールポイント、連絡等施設等を記

入するものとする。 

2） 平面図 

平面設計に基づいて、交差点部の滞留長、変速車線部、右・左折部、横断歩

道、停止線、矢印などの路面表示を含めて記入する。 

3） 縦断図 

縦断設計に基づいて、縦断勾配、測点及び変化点毎の計画高、及び、交差道

路、道路横断構造物等を記入する。 

4） 標準横断図 

本線部、滞留車線、すり付車線部などについて作成する。 

5） 横断図 

横断設計に基づいて、縦断図と同一点および本線、変速車線、滞留車線、す

り付車線部などについて作成する。 

6） 詳細図 道路構造物標準図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及

び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。 

(10)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 308条道路詳細

設計第 2項の(12)に準ずるものとする。  

(12)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。  

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 平面交差点予備設計成果一式 

(2) 測量成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 交通量関係の資料 
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第５節 立体交差設計 

第  314 条 立体交差設計の区分 

1． 立体交差は以下の区分により行うものとする。 

(1) ダイヤモンド型ＩＣ予備設計 

(2) ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計 

(3) トランペット・クローバー型ＩＣ予備設計 

(4) トランペット・クローバー型ＩＣ詳細設計 

 

第  315 条 ダイヤモンド型ＩＣ予備設計 

1． 業務目的 

ダイヤモンド型ＩＣ予備設計は、道路予備設計(Ａ)で検討された資料に基づき、

縮尺1/1,000 の地形図を用いて、平面交差点における円滑な交通処理のために卓越

する方向の交通流、もしくは卓越する交通流に最も大きい影響を与える交通流を、

他の交通流から立体的に分離する方法を、計画地点周辺の地形、地物の現況、全体

的な地域計画、交通量と交通容量を考慮し、ダイヤモンド型ＩＣの基本的な構造を

検討し、ランプ平面線形及び施設の規模を確定することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す設計範囲を現地踏査し、地形、地物等設計に必要な

現地の状況を把握する。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする場合、

受注者はその理由を明らかにし調査内容について監督員に報告し指示を受ける

ものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、現地踏査で把握した基本的事項及び道路予備設計資料等に基づいて、

当該設計に最も適したランプの中心線を設計するものとする。縦断設計は20ｍ毎

の測点、地形変化点の地盤高を地形図から読み取り、制約条件を満足する縦断線

形を設計するものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計について、20ｍ毎の測点、地形変化点の地盤高を地形図か

ら読み取り、道路の横断構造を設計するものとする。  

(5) 交差点容量・路面表示 

受注者は、交差点容量・路面表示について、第 312条平面交差点予備設計第 2 

項の(5)に準ずるものとする。  

(6) 設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。  

1） 平面図 

平面図は、設計した縦断、横断の成果及び橋梁、高架橋等の主要構造物等、

計画した全ての構造物及び変更車線、ノーズ位置、平面線形要素等を記入する。 

2） 縦断図 

縦断図は、20ｍ毎の測点及び主要点について計画高を記入するものとする。 

3） 横断図 

本線中心線に基づき20ｍ毎の測点に対して横断図を作成する。標準横断図は、

当該設計区間の本線、ランプ、ノーズ部、立体交差点流入部等の各々について
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作成するものとする。 

4） 主要構造物計画図 

延長50ｍ以内の橋梁・トンネル等の主要構造物について、現地踏査を基に、

標準設計や既往の資料を参照し、位置、形式、基本寸法を計画し、一般構造図

を作成するものとする。また、延長50ｍを超える主要構造物及び擁壁、特殊土

工構造物で標準設計以外の特殊な形式、規模のものを計画する場合は、設計図

書に基づき、一般構造図を作成するものとする。 

(7) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(8) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(9) 概算工事費 

受注者は、数量計算書により第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費

を算定するものとする。  

(10)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 303条道路概略

設計第 2項の(8)に準ずるものとする。  

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 計画の経緯 

3） 位置及び施設の規模 

4） 概算工事費 

5） その他留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計(Ａ) 成果品一式 

(2) 地質調査成果品一式 

(3) 地形図（縮尺：1/1,000） 

(4) 交通量関係の資料 

 

第  316 条 ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計 

1． 業務目的 

ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計は、道路詳細設計、ダイヤモンド型ＩＣ予備設計、

路線測量、設計協議及び地質調査等の資料に基づき縮尺1/500 の地形図で工事に必

要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成

することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視によ
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る確認を行い、詳細設計に必要な現地状況、予備設計及び設計協議で計画されて

いる構造物の位置、交差又は付替導水路、用排水系統等の基本的事項を把握する

ものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、現地踏査で把握した基本的事項、設計協議、ダイヤモンド型ＩＣ予

備設計資料等に基づいて、当該設計に最も適したランプ中心線及び縦断線形20ｍ

毎の測点及び主要点について設計を行うものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計について、設計したランプ等の中心線の計画高に基づいて、

道路の横断構造、水路及び用地幅等を20ｍ毎の測点及び主要点について設計する

ものとする。 

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、道路付帯構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(5)

に準ずるものとする。 

(6) 小構造物設計 

受注者は、小構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(7) 用排水設計 

受注者は、用排水設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(8)に準ずる

ものとする。  

(8) 交差点容量・路面表示 

受注者は、交差点容量・路面表示について、第 312条平面交差点予備設計第 2

項の(5)に準ずるものとする。  

(9) 設計図 

受注者は、実測図（平面図、縦横断図）を基に以下の設計図を作成するものと

する。 

1） 平面図 

平面図は、設計した縦断、横断の成果及びランプ橋など、主要構造物、小構

造物等計画した全ての構造物を記入する。 

2） 縦断図 

縦断図は、実測縦断図を用い、設計した縦断線形に基づき計画高の計算を行

い作成するものとする。また、縦断図には、主要構造物及び道路構造物を記入

する。 

3） 標準横断図 

標準横断図は、当該設計区間の本線、ランプ、ノーズ部分、立体交差流出入

部等について作成する。 

4） 横断図 

横断図は、横断設計に基づいて図面作成を行うものとする。 

5） 詳細図 

道路構造物標準図集以外の小構造物について作成するものとする。 

(10)数量計算 

受注者は、第 111 設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を

作成するものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 308条道路詳細

設計第 2項の(12)に準ずるものとする。  

(12)報告書作成 
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受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 各種検討の経緯とその結果 

3） その他留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路詳細設計報告書成果一式 

(2) ダイヤモンド型ＩＣ予備設計報告書成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

(5) 交通量関係の資料 

 

第  317 条 トランペット・クローバー型ＩＣ予備設計 

1． 業務目的 

トランペット・クローバー型ＩＣ予備設計は、道路予備設計で検討された資料に

基づき、縮尺1/1,000 の地形図を用いて交差接続する道路相互の種別及び級別、計

画地点周辺の地形、地物の現況、全体的な地域計画、交通量と交通容量、設計速度

を考慮し、インターチェンジの基本的な構造を検討し、ランプ平面線形及び施設の

規模を確定することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 315条ダイヤモンド型ＩＣ予備設計第 2項の

(2)に準ずるものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、平面・縦断設計について、第 315条ダイヤモンド型ＩＣ予備設計第 

2項の(3)に準ずるものとする。ただし、縦断設計については地盤高を地形図から

読みとる間隔を10m 毎の測点とする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計について、第 315条ダイヤモンド型ＩＣ予備設計第 2項の

(4)に準ずるものとする。ただし、地盤高を地形図から読み取る間隔を10ｍ毎の

測点とする。  

(5) 交差点容量・路面表示 

受注者は、交差点容量・路面表示について、第 312条平面交差点予備設計第 2

項の(5)に準ずるものとする。  

(6) 設計図 

受注者は、設計図について、第 315条ダイヤモンド型ＩＣ予備設計第 2項の(6)

に準ずるものとする。  

(7) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(8) 数量計算 

受注者は、第111条 設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  
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(9) 概算工事費 

受注者は、数量計算書により第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費

を算定するものとする。  

(10)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 303条道路概略

設計第 2項の(8)に準ずるものとする。  

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。  

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計成果一式 

(2) 地質調査成果一式  

(3) 地形図（縮尺：1/1,000）  

(4) 交通量関係の資料  

 

第  318 条 トランペット・クローバー型ＩＣ詳細設計 

1． 業務目的 

トランペット・クローバー型ＩＣ詳細設計は、道路詳細設計、トランペット・ク

ローバー型ＩＣ予備設計、路線測量、設計協議及び土質調査等の資料に基づき、縮

尺1/500 程度の地形図で工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事

発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 316条ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計第 2項の

(2)に準ずるものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、現地踏査で把握した基本的事項、設計協議、トランペット・クロー

バー型ＩＣ予備設計資料等に基づいて、当該設計に最も適したランプ中心線及び

縦断線形10ｍ毎の測点及び主要点について設計を行うものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、設計したランプ等の中心線の計画高に基づいて、道路の横断構造、

水路及び用地幅等を10ｍ毎の測点及び主要点について設計するものとする。  

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、道路付帯構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(5)

に準ずるものとする。  

(6) 小構造物設計 

受注者は、小構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(7) 用排水設計 

受注者は、用排水設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(8)に準ずる

ものとする。  

(8) 交差点容量及び路面表示 

受注者は、交差点容量・路面表示について、第 312条平面交差点予備設計第 2
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項の(5)に準ずるものとする。  

(9) 設計図 

受注者は、設計図について、第 316条ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計第 2項の(9)

に準ずるものとする。ただし、3)を以下に読み替えるものとする。3）標準横断

図 標準横断図は、当該設計区間の本線、ランプ、ノーズ部分、変速車線、トー

ルゲートの中心、通り抜け車道等について作成する。  

(10)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 308条道路詳細

設計第 2項の(12)に準ずるものとする。  

(12)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作

成するものとする。  

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路詳細設計成果一式 

(2) トランペット・クローバー型ＩＣ予備設計成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

(5) 交通量関係の資料 

 

第６節 道路休憩施設設計 

第  319 条 道路休憩施設設計の区分 

1． 道路休憩施設設計は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 道路休憩施設予備設計 

(2) 道路休憩施設詳細設計 

 

第  320 条 道路休憩施設予備設計 

1． 業務目的 

道路休憩施設予備設計は、設計図書に基づくその計画位置において周辺状況、地

形状況などにより、その施設状況、レイアウト、交通流、交差点など利用者の利便

性を配慮し、施設の基本的な規模を決定することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に基づいた設計範囲における地形、地質、地物、沿道、土

地利用などの状況把握、確認を行う。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必

要とする場合、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告

し指示を受けるものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、設計計画で整理された基本的事項等に基づいて、休憩施設の規模、
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施設の配置、ランプ線形、縦断線形、交差点計画（右・左折車線、滞留車線等）

などを設計するものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計について、第 315条ダイヤモンド型ＩＣ予備設計第 2項の

(4)に準ずるものとする。  

(5) 小構造物設計 

受注者は、小構造物設計について、第 306条道路予備設計(Ｂ)第 2項の(6)に

準ずるものとする。  

(6) 設計図  

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。  

1） 平面図 

平面図は、施設配置・規模・平面線形要素・排水路流向など記入する。 

2） 縦断図 

縦断図は、ランプ、道路等の中心線に基づき、地形図から各測点および地形

の変化点の地盤高を読み取り、縦断設計された計画高に従って縦断勾配、計画

高、切盛土高さなど明示する。 

3） 標準横断図 

標準横断図は、本線、変速車線、ノーズ部分、施設部等各々について作成す

るものとする。 

4） 横断図 

横断図は、設計されたランプ、道路等の中心線に基づき、地形図から各測点

および地形の変化点の地盤高を読み取り、縦断設計に基づいて横断構成、幅員、

水路、舗装など明示する。 

(7) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(8) 概算工事費 

受注者は、土工数量、園地面積、舗装面積、各施設規模など算定する。なお、

受注者は第 111条設計業務の成果（５）に従い、概算工事費を算定するものとす

る。  

(9) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得ら

れているかの確認を行う。 

2） 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行

う。また、地形、地質、土地利用、周辺整備などが設計に反映されているかの

確認を行う。 

3） 基本条件のもとで、選定結果について施設としての妥当性を照査し確認する。  

4） 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(10)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 計画の経緯 
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    3） 沿道開発状況整理 

    4） 諸施設規模根拠 

    5） その他留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 地質調査成果一式 

(2) 地形図（縮尺1/1,000） 

(3) 道路予備設計成果一式 

 

第  321 条 道路休憩施設詳細設計 

1． 業務目的 

道路休憩施設詳細設計は、予備設計で決定されたランプおよび施設規模（施設配

置、駐車ます等）について、設計図書に基づいた設計条件で工事に必要な詳細構造

を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目

的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 320条道路休憩施設予備設計第 2項の(2)に

準ずるものとする。  

(3) 平面・縦断設計 

受注者は、現地踏査で把握、確認した基本的事項、設計協議、サービスエリア

予備設計資料等に基づいて、当該設計に最も適したランプ中心線及び縦断線形20

ｍ毎の測点及び主要点について設計するものとする。  

(4) 横断設計 

受注者は、横断設計について、設計したランプ等の中心線の計画高に基づいて

道路の横断構造、水路及び用地幅等を20ｍ毎の測点及び主要点について設計する

ものとする。  

(5) 道路付帯構造物設計 

受注者は、道路付帯構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(5)

に準ずるものとする。  

(6) 小構造物設計 

受注者は、小構造物設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(7) 用排水設計 

受注者は、用排水設計について、第 308条道路詳細設計第 2項の(8)に準ずる

ものとする。  

(8) 設計図 

受注者は、以下の設計図を作成するものとする。 

1） 平面図 

平面図に記入する事項は、平面線形要素、用地幅、用排水路流向、各施設配

置、規模など記入する。 

2） 縦断図 

実測縦断面図に基づき、縦断勾配（ランプ）、計画高、道路本線との取合

など記入する。 

3） 標準横断図 
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標準横断図は、本線、変速車線、ノーズ部分、施設部等各々について作成す

るものとする。 

4） 横断図 

実測横断面図に基づき、横断勾配（施設内、道路部）、水路、用地幅杭など

記入する。 

5)  詳細図 

道路構造物標準図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表

を記入した詳細図を作成するものとする。 

(9) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(10)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 308条道路詳細

設計第2項の(12)に準ずるものとする。  

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した、設

計概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 計画の経緯 

3） 諸施設規模決定根拠 

4） その他留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路休憩施設予備設計成果一式 

(2) 道路詳細設計成果一式 

(3) 地質調査成果一式 

(4) 測量成果一式 

 

第７節 一般構造物設計 

第  322 条 一般構造物の区分 

1． 一般構造物設計は以下の区分により行うものとする。 

(1) 一般構造物予備設計 

(2) 一般構造物詳細設計 

(3) 落石防護柵詳細設計 

(4) 一般構造物基礎工詳細設計 

 

第  323 条 一般構造物予備設計 

1． 業務目的 

道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等の基

本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、以下に示す

構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定することを

目的とする。なお 4)の覆工に関して、受注者は設計図書により与えられる対象の

覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。又、発注者は2)の擁壁・補強土工・

Ｕ型擁壁及び、3)法面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその旨を

監督員に報告すると共に、指示を受けるものとする。  

1） 門型ラーメン・箱型函渠 
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2） 擁壁・補強土工、Ｕ型擁壁 

3） 法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付

吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック） 

4） 覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター） 

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書

の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を

把握するものとする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする場合は、

受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受け

るものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本

条件について確認を行うと共に、関係機関との対外協議の既往資料及び貸与資料

を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、監

督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(4) 比較形式選定 

受注者は、比較形式の選定に当たって、既存資料の中から現地状況、基本条件

に対して適当と思われる形式を抽出し、技術的特徴、課題を整理し、評価を加え

て監督員と協議の上、比較案３案を選定するものとする。  

(5) 概略設計計算 

受注者は、比較形式各案の構造形状を想定し、主要点の概略応力（最大曲げモ

ーメント、せん断力、軸力）や概略安定計算を行うものとする。  

(6) 基礎工検討 

受注者は本体工の比較案３案に対して、既成杭の中から適応すると思われる１ 

案を選定し、概略安定・応力検討を行うものとする。受注者は、その他の基礎工

の検討にあたっては、監督員に提案し、指示を受けてこれを行うものとする。  

(7) 概略設計図 

受注者は、上記までの検討結果に基づき、比較案３案について概算数量を算出

すべく下記の概略設計図を作成する。概略設計図は構造全体概要図を作成するも

のであり以下の内容について記載するものとする。  

1） 側面図   

    2） 平面図 

    3） 断面図 

    4） 主要点高さ  

    5） 交差条件 

    6） 建築限界 

    7） 設計条件（使用材料、許容応力度、荷重条件） 

  (8) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(9) 概算工事費 

受注者は(7)で作成した概略設計図に基づき比較案３案の概略数量を算定し、

第 111条設計業務の成果(5)に従い、概算工事費を算定するものとする。  
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(10)比較一覧表の作成 

受注者は、比較案３案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作成するもの

とする。比較一覧表には概略設計図より断面図を記入し、構造特性、施工性、経

済性、維持管理、環境について、得失及び問題点を記述し、各比較案の評価を行

い、最適構造形式を明示するものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得ら

れているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に位置、取り合い（道路現況構造物）及び地盤条件とその構造物

の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施

設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(12)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 道路、鉄道、河川の交差条件 

    3） 構造形式決定経緯と選定理由 

    4） 主要断面の設計計算結果 

5） 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路設計報告書（概略、予備、詳細設計） 

(2) 地質調査報告書 

(3) 実測平面図・実測縦横断図 

(4) 対外協議資料 

 

第  324 条 一般構造物詳細設計 

1． 業務目的 

詳細設計は、予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存の関連資料

及び予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・交差条件・荷重条件・

使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工

事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。対象とする構造物は以

下のとおりであり、発注者は、設計対象工種を設計図書に指示する。なお4)覆工、

5)雪崩予防施設については、受注者は設計図書に基づき与えられた荷重条件に従っ

て業務を行うものとする。  

1） 函渠工・・・門型ラーメン、箱型函渠 

2） 擁壁・補強土工・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ式擁壁、井

桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工 

3） 法面工・・・場所打ち法枠工、アンカー付き場所打ち法枠工 

4） 覆工・・・ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター 

5） 雪崩予防施設 
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2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、道路設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書

により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握す

るものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 323条一般構造物予備設計第 2項の(3)

に準ずるものとする。  

(4) 基礎工設計 

受注者は、設計図書に基づき、基礎工設設計を行うものとする。  

(5) 仮設設計 

受注者は、設計図書に基づき、仮設設計を行うものとする。  

(6) 設計計算 

受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書

において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施する。

また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものとする。     

なお、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。  

   ・もたれ擁壁 

   ・井桁式擁壁 

   ・大型ブロック積擁壁 

   ・補強土工 

   ・場所打ち法枠工 

   ・アンカー付き場所打ち法枠工 

(7) 設計図 

受注者は、設計計算から定められた構造形状や応力状態から、本体工の構造一

般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。  

(8) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(9) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得ら

れているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に位置、取り合い（道路現況構造物）及び地盤条件とその構造物

の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施

設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び手法が適切であるかの照査を行う。また、架設工法と施工方法

の確認を行う。 

4） 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(10)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成
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するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 構造形式決定の経緯と選定理由 

    3） 構造各部の検討内容と問題点 

    4） 主要断面、主要部分の寸法など設計計算の主要結果 

    5） 施工段階での注意事項、検討事項 

3． 貸与資料 

第 323条一般構造物予備設計第 3項に準ずるものとする。なお、予備設計成果

がある場合はそれも含むものとする。  

第  325 条 落石防護柵詳細設計 

1． 業務目的 

落石防護柵詳細設計は、既存の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に基

づき、地形・地質・交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な

詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成する

ことを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、既存法面の検討資料、測量図等の資料を基にした測量内容と範囲、

地質状況、周辺状況等を現地で目視等により確認するものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、既存資料の内容で採用できる事項と詳細設計で決定する事項を整理

し、必要な基本事項を検討、決定するものとする。  

(4) 設計計算及び設計図 

1） 詳細設計 受注者は、決定された設計条件により、落石防護施設について、

規模、断面形状、基本寸法等、施工に必要な設計を行うものとする。 

 2） 付属施設の設計 受注者は、設計図書に基づき付属施設の設計を行うものと

する。 

 3） 設計計算 

受注者は、落石防護施設について必要な安定計算、応力計算を行うものとす

る。 

(5) 仮設設計 

受注者は、落石防護施設の施工方法、施工順序等について、現道交通の切り廻

し、道路幅員が狭い、施工スペースがないなどの現地条件を考慮し、委託業務計

画書を作成するとともに、必要に応じて仮設設計を行うものとする。主には、施

工条件、施工方法、施工上の問題点とその整理とする。  

(6) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(7) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 324条一般構造

物詳細設計第 2項の(9)に準ずるものとする。  
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(8) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。  

3． 貸与資料 

第 323条一般構造物予備設計第 3項に準ずるものとする。なお、予備設計成果が

ある場合はそれも含むものとする。  

第  326 条 一般構造物基礎工詳細設計 

1． 業務目的 

一般構造物基礎工詳細設計は、既存の関連資料及び予備設計で検討された設計条

件に基づき、地形・地質・交差条件・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に

必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作

成することを目的とする。  

2． 業務内容 

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 設計計算 

受注者は、基本的に定まった条件のもとで、適切な断面形状を検討し、杭種、

杭径、杭長等すべての諸元を決定するものとする。  

(3) 設計図 

受注者は、構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。  

(4) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(5) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。  

(6) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめ 

て記載した設計概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 杭種決定の経緯と選定理由 

    3） 施工段階での注意事項、検討事項 

3． 貸与資料 

第 323条一般構造物予備設計第 3項に準ずるものとする。なお、予備設計成果が

ある場合はそれも含むものとする。  
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第８節 成果品 

第  327 条 成果品 

受注者は、表3.1～表3.6 に示す成果品を作成し、共通仕様書第117条成果品の提

出に従うものとする。 

 

表3.1 道路設計成果品一覧表  

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮   尺 摘 要 

道
路
概
略
設
計 

平  面  計  画 路  線  図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:2500 または、

1:5000  

 

縦  断  計  画  縦  断  図 V=1:250 H=1:2500 

または、 

V=1:500  

H=1:5000  

 

主要構造物計画  一  般  図 1:500～1:1000   

横 断 計 画 標準横断図  1:100～1:200   

横  断  図 1:200～1:500   

概 算 工 事 費  数量計算書  － 概略・用地補償の

数量含む  概算工事費  － 

報    告    書 報 告  書 －  

道
路
予
備
設
計
（
Ａ
）
及
び 

道
路
予
備
修
正 

平  面  計  画 路  線  図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:1000   

縦  断  計  画  縦  断  図 V=1:100～1:200 

H=1:1000  

 

横 断 計 画 標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図 1:100 または1:200  

主要構造物計画  一  般  図 1:200～1:500   

概 算 工 事 費  数量計算書  － 用地補償の数量含

む 概算工事費  － 

報    告    書 報  告  書 － ルートの決定事項  

中心線座標計算

書 
－ 設計図書による  
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設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

道
路
予
備
設
計
（
Ｂ
）
及
び 

道
路
予
備
修
正 

平  面  設  計 路  線  図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:1000   
縦  断  設  計 

縦  断  図 
V=1:100～1:200 

H=1:1000  
 

横  断  設  計 標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図 1:100 または1:200  

構 造 物 設 計  一  般  図 1:200～1:500  
用 排 水 設 計  用排水系統図  1:1000   

流量計算書  －  

用地幅杭計画  用地幅杭表  －  
概 算 工 事 費  数量計算書  － 用地補償の数量

含む  概算工事費  － 

報    告    書 報  告  書 －  

道
路
詳
細
設
計 

平  面  設  計 路  線  図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:500 または1:1000  
縦  断  設  計 

縦  断  図 

V=1:200,H=1:1000 

または 

V=1:100,H=1:500  

地形条件等必要

に応じて縮尺を

変更可 

V=1:100,H=1:10 

00 等  

横  断  設  計 標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図 1:100 または1:200   

土  積  図 

縦断図 V=1:400 

H=1:2000 土積図 

H=1:2000 V=1cm を 

10000m3 または 

20000m3  

適宜  

構 造 物 設 計  詳  細  図 適宜   

仮設構造物設計  仮設工詳細図  適宜   
用 排 水 設 計  用排水系統図  1:500 または1:1000  

詳  細  図 適宜  特殊形状  

流量計算書  －  

数  量  計  算 数量計算書  －  

報    告    書 報  告  書 －  
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表3.2 歩道詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮    尺 摘    要 

歩
道
詳
細
設
計 

平面・縦断設計  位  置  図  1:2500～1:50000   
平  面  図 1:500   
縦  断  図 V=1:100 

H=1:500  
 

横  断  設  計 標準横断図  1:50 または1:100   
横  断  図 1:100 または1:200 用地幅杭位置記入  

構 造 物 設 計  詳  細  図 適宜   
用 排 水 設 計  用排水系統図  1:500   

詳  細  図  適宜  特殊形状  

流量計算書  －  
数  量  計  算 数量計算書  － 用地幅杭表含む  

報    告    書  報告書 －  

 
表3.3 平面交差点設計成果品一覧表 

設計

種別 
設計項目 成果品項目 縮    尺 摘    要 

平
面
交
差
点
予
備
設
計 

平面・縦断 

設計  

交差点位置図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:200～1:500   
縦  断  図 V=1:100 

H=1:200～1:500  

平面図、縦断図を

同一図面に作成  

横  断  設  計 標準横断図 1:50 または1:100   
横  断  図 1:100 または1:200   

数 量 計 算 書  数量計算書 － 概略  

概 算 工 事 費  概算工事費 －  
報    告    書 報  告  書 －  

信号現示計算書  －  

平
面
交
差
点
詳
細
設
計 

平面・縦断設計  交差点位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:200～1:500 平面図、縦断図を

同一画面に作成  縦  断  図 V=1:100 

H=1:200～1500 

横断設計 標準横断図  1:50 または1:100   
横  断  図 

1:100 または1:200   

構造物設計  詳  細  図 適宜   
用排水設計  用排水系統図  1:200～1:500   

詳  細  図 適宜  特殊形状  

流量計算書 －  

数量計算書  数量計算書 －  
報告書 報  告  書 －  

信号現示計算書  －  
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表3.4 立体交差点成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮    尺 摘    要 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
型
Ｉ
Ｃ
予
備
設
計
、 

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
バ
ー
型
Ｉ
Ｃ
予
備
設
計 

平 面 設 計・ 

縦 断 設 計  

交差点位置図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:1000   

縦  断  図 V=1:100 

H=1:1000  

 

横 断 設 計 標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図  1:100 または1:200   

交差点容量・ 

路面表示 

交差点平面図 1:500   

主要構造物計画  一  般  図 適宜   

概算工事費  数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報  告  書 報  告  書 －  

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
型
Ｉ
Ｃ
詳
細
設
計
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
・
ク
ロ
ー
バ
ー
型
Ｉ
Ｃ
詳
細
設
計 

平面・縦断設計  交差点位置図 1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:500   

縦  断  図 V=1:100 H=1:500   

横 断 設 計  標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図 1:100 または1:200   

用排水設計  用排水系統図 1:500   

詳  細  図  適宜  特殊形状  

流量計算書  －  

構造物設計  詳  細  図 適宜   

交差点容量・ 

路面表示 

交差点平面図 1:500   

数 量 計 算 数量計算書  －  

報  告  書 報  告  書 －  
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表3.5 道路休憩施設設計成果品一覧表 

設計

種別 
設計項目 成果品項目 縮    尺 摘    要 

道
路
休
憩
施
設
予
備
設
計 

平面・縦断設計  計画位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 V=1:1000   

縦  断  図 V=1:200 

H=1:1000  

 

横断設計 標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図 1:100 または1:200   

構造物設計  一  般  図  適宜   

概算工事費  数量計算書  － 概略  

 概算工事費  －  

報  告  書 報  告  書 －  

道
路
休
憩
施
設
詳
細
設
計 

平面・縦断設計  計画位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平  面  図 1:500   

縦  断  図 V=1:100 

H=1:500  

 

横断設計 標準横断図  1:50 または1:100   

横  断  図 1:100 または1:200   

構造物設計  詳  細  図 適宜   

用排水設計  用排水系統図  1:500   

詳  細  図  適宜  特殊形状  

流量計算書  －  

数量計算 数量計算書  － 用地幅杭表含む  

報  告  書 報  告  書 －  

 
表3.6 一般構造物設計成果品一覧表 

設計  

種別 
設計項目 成果品項目 縮    尺 摘    要 

一
般
構
造
物
予
備

設
計 

概略設計図  計画位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

構造全体概要図  適宜   

概略設計計算  設計計算書  －  

概算工事費  数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報  告  書 報  告  書 －  

一
般
構
造
物
詳
細
設
計
・
落
石

防
護
柵
詳
細
設
計
・
一
般
構
造

物
基
礎
工
詳
細
設
計 

設  計  図 計画位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

構造一般図  1:100～1:500   

構造寸法図  1:100～1:500   

配  筋  図 1:50～1:100   

詳  細  図 適宜   

設計計算  設計計算書  －  

数量計算  数量計算書 －  

報  告  書 報  告  書 －  
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第４章 地下構造物設計 

 

第１節 地下構造物設計の種類 

第  401 条 地下構造物設計の種類 

地下構造物設計の種類は以下のとおりとする。 

(1) 地下横断歩道等設計 

(2) 共同溝設計 

(3) 電線共同溝設計 

 

第２節 地下横断歩道等設計 

第  402 条 地下横断歩道等設計の区分 

地下横断歩道等設計は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 基本計画 

(2) 予備設計 

(3) 詳細設計 

 

第  403 条 地下横断歩道等基本計画 

1． 業務目的 

地下横断歩道等の基本計画は、道路設計及び各種調査検討など既存の関連資料を

もとに、道路、交通状況、沿道状況、周辺の他の事業計画状況、更には地形、地層、

地質、地下水状況に基づき施工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、環境等の

観点から最適な横断施設の選定を行うことを目的とする。  

2． 業務内容地下横断歩道等基本計画の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、地下横断歩道等の計画地点の概略的な現地踏査を行い、設計図書に

示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視にて確認し、道路交通および

沿道歩行者の流れ、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等について、現地状況

を確認する。なお、現地調査（測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等）を必

要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査範囲について監督員に報

告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、 現地踏査等に

基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。  

主な検討項目 

1） 各種関連事業計画との整合性の検討 

38



    2） 道路・交通・沿道状況の検討 

    3） 地形・地質条件の検討 

    4） 周辺環境の検討 

    5） 施工時の検討 

  (4) 横断施設基本構造の検討 

受注者は、横断施設として実現性の高い構造形式について技術的特質、課題を

整理し、評価を加えたうえで、監督員と協議のうえ比較案２案（地下式と地上式）

を選定するものとする。なお比較案２案については以下の項目を検討するものと

する。  

1） 平面線形、縦断線形 

2） 内空断面の設定 

3） 構造部材断面の概略形状 

4） 必要な諸施設の配置設計（昇降施設、付属施設等） 

5） 概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び埋設物等を考慮して、構

造物の施工性について検討する。 

(5) 概算工事費 

受注者は、比較案のそれぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、

概算工事費を算定するものとする。  

(6) 比較一覧表の作成 

受注者は比較案２案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作成するものと

する。比較一覧表には概略図を記入するほか経済性、施工性、維持管理、環境等

について得失及び問題点を列記し、各案の評価を行い、最適案を明示するものと

する。  

(7) 今後の検討課題の整理 

受注者は、次の設計段階において検討、調整等を行うべき重要事項について整

理するものとする。  

(8) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地質条件及

び道路交通、浴道条件については、設計の目的に対応した情報が得られている

かの確認を行う。また、設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。 

2） 比較案の選定に際し、各案の規模、形式、線形、交通処理方法等が適切に

選定されているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近

接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 最適案の選定に際し、各案の評価が適切であるかの照査を行う 

    4） 検討図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

  (9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作

成するものとする。なお、以下の項目について、解説し取りまとめて記載した、

設計概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 横断施設基本構造の検討結果 

    3） 概略施工計画 

    4） 概略工事費 

    5） 予備・詳細設計での課題点 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

39



(1) 当該地区歩行者交通量実態調査報告書  

(2) 当該地区交通量推計調査報告書  

(3) 地質調査報告書  

(4) 道路現況平面図  

(5) 道路現況縦横断図  

(6) 道路埋設物件台帳  

 

第  404 条 地下横断歩道等予備設計 

1． 業務目的 

地下横断歩道等の予備設計は、道路設計及び地下横断歩道等基本計画のほか各種

調査検討資料などに基づき、経済性、施工性、供用性、維持管理、安全性、環境等

の観点から技術的検討を加え、最適な線形、構造形式、施工法の選定を行うことを

目的とする。  

2． 業務内容地下横断歩道等予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、地下横断歩道等の計画地点の基礎的な現地踏査を行い、設計図書に

示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、道路交通及び

沿道歩行者の流れ、出入口等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保

について、現地状況を把握するものとする。なお、現地調査（測量、土質調査、

試掘調査、交通量調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、

調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基

づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。 

主な検討項目 

1） 内空計画 

    2） 線形計画、昇降形式 

    3） 施工・仮設計画 

    4） 道路・交通・沿道状況の検討 

    5） 地形・地質条件の検討 

    6） 各種関連事業計画との整合性の検討 

    7） 附属施設計画 

    8） 出入口及び上屋計画 

    9） 本体及び仮設構造物の設計条件 

    10）地下埋設物の位置の確認 

  (4) 比較案の選定 

受注者は、貸与資料、指示事項、現地踏査等に基づき、基本事項の検討結果

を踏まえ実現性の高い構造形式について技術的特質、課題を整理し、評価を加

えたうえで、監督員と協議のうえ比較案３案を選定するものとする。なお比較

案３案については以下の項目を検討するものとする。  

1） 平面線形、縦断線形、出入口等の配置及び上屋形式と昇降形式 

2） 内空断面の設定 

3） 構造部材断面の概略形状 

4） 必要な諸施設の配置設計（昇降施設、付属施設等） 
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5） 概略施工計画は、仮設備、交通処理、近接施工及び地下埋設物等を考慮して、

構造物の施工性について検討する。 

(5) 景観検討 

受注者は、設計図書に基づき地下横断歩道等の上屋及び内装の概略景観検討を

行うものとする。  

(6) 概算工事費 

受注者は、比較案のそれぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、

概算工事費を算定するものとする。  

(7) 比較一覧表の作成 

受注者は比較案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作成するものとする。

比較一覧表には一般図を記入するほか経済性、施工性、供用性、維持管理、環境

等について得失及び問題点を列記し、各案の評価を行い、最適案を明示するもの

とする。  

(8) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(9) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。  

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件及び道路交通沿道条件については、設計の目的に対応した情報が得られて

いるかの確認を行う。 

2） 比較案の選定に際し、各案の規模、形式、設置位置、昇降形式等が適切に選

定されているのか照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、

施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 最適案の選定に際し、各案の評価が適切であるかの照査を行う。また、設計

方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し照査を行う。 

(10)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 比較形式案毎に地下横断歩道等の規模及び形式の選定理由 

3） 地下道の設置位置、昇降形式、出入口の設置位置及び上屋形式 

4） 概略施工計画 

5） 主要材料の概略数量 

6） 概略工事費 

7） 構造基本計画図、仮設構造基本計画図、設備基本計画図、必要に応じ杭本数

等応力計算の主要結果 

8） 比較形式毎に将来の維持管理の難易、得失及び安全性、経済性、施工性、供

用性等の長短及び問題点、各案の評価及び最適案の選定理由 

9） 詳細設計での課題点 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 当該地区整備基本計画報告書 

(2) 当該地区歩行者交通量実態調査報告書 

(3) 地質調査報告書 
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(4) 道路現況平面図 

(5) 道路現況縦横断図 

(6) 道路埋設物件台帳 

 

第  405 条 地下横断歩道等詳細設計 

1． 業務目的 

地下横断歩道等の詳細設計は、予備設計で形式決定された地下横断歩道の構造形

式に対して、予備設計で検討された方針及び設計図書に示す設計条件、既往の関連

資料、地形・地質の状況等に基づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に

設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容地下横断歩道等詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、地下横断歩道等の計画地点の詳細な現地踏査を行い、設計図書に示

す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、道路交通及び沿

道歩行者の流れ、出入口等の設置位置、地下埋設物、用地条件、工事帯の確保等

について、現地状況を把握するものとする。なお、現地調査（測量、土質調査、

試掘調査、交通量調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、

調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基

づき設計条件及び設計上の基本事項の整理･検討を行なうものとする。  

主な検討項目 

1） 設置位置の確認 

2） 内空及び構造形式 

3） 線形計画、昇降形式 

4） 地質及び地下水位の条件 

5） 周辺の環境条件 

6） 地下占用物件の位置確認 

7） 道路交通条件 

8） 連結部、出入口部、上屋形式及び防水・ジョイント形式 

9） 本体及び仮設構造物の設計条件 

10）仮設・補助工法を含む施工計画 

11）液状化判定 

12）耐震計算手法の検討 

13）近接構造物及び地下埋設物への影響 

14）付属施設 

(4) 本体設計 

1） 平面・縦断線形設計 

受注者は、発注者から貸与された道路線形計算書、平面及び縦断線形図等に

基づき、当該構造物の必要箇所について詳細に線形計算を行い、平面及び縦断

座標を求めるものとする。 

2） ＢＯＸ部 

受注者は、ＢＯＸ部について必要な設計を行い、形式及び各詳細寸法を決定

するものとし、タイル張り及び吹き付けなどの標準的な内装仕上げの設計を行
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うものとする。 

3） 出入口部 

受注者は、出入口部について必要な設計を行い、形式及び各詳細寸法を決定

するものとし、階段、斜路（階段付き）の昇降方式の設計及びタイル張り、吹

き付けなどの標準的な内装仕上げの設計を行うものとする。 

  4） 連結部 

  受注者は、出入口部との連結部について必要な設計を行い、形式及び各詳細

寸法を決定するものとし、タイル張り及び吹き付けなどの標準的な内装仕上げ

の設計をおこなうものとする。 

  5） 基礎 

  受注者は、基礎地盤の調査結果により、基礎の種類及び形状を決定するもの

とする。なお、基礎形式として杭基礎を採用する場合は、杭基礎の杭種、杭径

比較も含めて実施するものとする。 

(5) 景観検討 

受注者は、設計図書に基づき、地下横断歩道の上屋及び内装のデザインを立案

し、比較検討の結果から採用案の選定を行なうものとする。  

(6) 附属施設設計 

受注者は、給排水設備、照明設備、防犯設備、案内誘導施設、電気等の附属施

設について必要な設計を行い、形式及び各詳細寸法を決定するものとする。  

設計は、施設配置設計図、系統図を作成し、使用機器の種類を決定し、工種毎

に数量計算を行うものとする。  

(7) 上屋設計 

受注者は、出入口部それぞれの上屋について、「立体横断施設技術基準・同解

説」による標準的な形式について各詳細寸法を決定し、図面及び数量計算書を作

成するものとする。  

(8) 施工計画 

受注者は、以下の内容について必要な計画を記載した施工計画書を作成するも

のとする。 

1） 工事実施にあたっての、交通処理、地下埋設物の処理、安全対策、経済性、

施工性などに応じて施工方法を決定する。 

  2） 施工に必要な、土留工、仮締切工、路面覆工における仮設構造物について安

定計算及び断面計算を行い、図面及び数量計算書を作成するものとする。 

  3） 施工方法、仮設構造物設計に応じた工程計画を決定する。 

(9) 設計図 

受注者は、地下横断歩道の位置図、一般図、構造一般図、躯体構造詳細図、基

礎構造の詳細設計図等を作成するものとする。  

(10)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(11)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件および道路交通、沿道条件については、設計の目的に対応した情報が得ら

43



れているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に地下横断歩道等の規模、形式、設置位置、昇降形式等と設計基

本条件および関連事業計画との整合が適切にとれているかの照査を行う。また、

埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されてい

るかの照査を行う。 

3） 設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、施工方法、交

通切廻方法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。また、本

体、上屋および附属施設それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。 

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 地下横断歩道等の規模及び形式の選定理由 

3） 地下道の設置位置、昇降形式の選定理由 

4） 特に考慮した事項 

5） 道路の交差条件、コントロールポイント 

6） 本体及び必要に応じ杭基礎について主要断面及び応力度の総括 

7） 主要材料、工事数量の総括 

8） 施工段階での注意事項、検討事項の記載 

3． 賃与資料発注者が賃与する資料は下記を標準とする。  

(1) 地下横断歩道予備設計報告書 

(2) 当該地区整備基本計画報告書 

(3) 当該地区歩行者交通量実態調査報告書 

(4) 地質調査報告書 

(5) 道路実測平面図 

(6) 道路実測縦横断図 

(7) 道路埋設物件台帳 

 

第３節 共同溝設計 

第  406 条 共同溝設計の区分 

共同溝設計は次の区分により行うものとする。 

(1) 共同溝基本検討 

(2) 開削共同溝予備設計 

(3) 開削共同溝詳細設計 

(4) シールド共同溝予備設計 

(5) シールド共同溝立坑予備設計 

(6) シールド共同溝詳細設計 

(7) シールド共同溝立坑詳細設計 

 

第  407 条 共同溝基本検討 

1． 業務目的 

共同溝基本検討は道路設計及び各種調査検討資料など既存の関連資料をもとに、

共同溝整備位置の地形、地層、地質、地下水状況、更には道路、交通状況、沿道状

況、他の事業計画状況などに基づき施工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、
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環境等の観点から最適な基本形状及び施工方法の選定を行うことを目的とする。  

2． 業務内容共同溝基本検討の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び貸与

資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、地質など自然状況、沿道、交

差物件、道路、交通、用地条件などの周辺状況を把握し、合わせて交通処理、施

工ヤードなどの施工性について基本検討において必要となる基礎的な現地状況

を把握するものとする。なお、現地調査(測量、試掘調査、地下埋設物レーダー

探査、交通量調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調

査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の整理･検討受注者は設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のう

え、現地踏査等に基づき、設計条件及び設計上の基本事項の整理･検討を行うも

のとする。  

主な検討項目 

1） 一般部断面計画 

    2） 線形計画 

    3） 工法検討 

    4） 交通処理計画 

    5） 工事工程計画 

    6） 各種関連事業計画との整合性の検討 

    7） 支障する交差物件(河川、鉄道等) 条件の検討 

    8） 占用物件 

  (4) 比較案の選定 

受注者は貸与資料、指示事項、現地踏査等に基づき、基本事項の検討結果を踏

まえ、比較案の選定を行うものとする。なお、各比較案については以下の項目を

検討するものとする。  

  1） 一般部の断面形状 

  2） 線形計画 

受注者は線形の主要素となる箇所を設定し、概略の線形を計画するものとす

る。特殊部、排水ピット、換気口等の位置、形状については考慮しないものと

する。 

3） 工法検討 受注者は既往資料、実績をもとに以下の項目について検討するも

のとする。 

 ①  開削工法（山留工法）現場打共同溝・プレキャスト共同溝 

 ②  シールド工法（シールド機種） 

③  特殊トンネル工法(河川、鉄道等を下越しするためのシールド工法以外の

工法) 

4） 交通処理計画 受注者は、一般部及び立坑部における基本的交通処理につい

て設定するものとする。 

5） 工事工程計画 

受注者は、既往の資料、実績等に基づき、施工の手順及び工期について設

定するものとする。 

(5) 概算工事費 

受注者は、比較案のそれぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、
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概算工事費を算定するものとする。  

(6) 工法比較一覧表の作成 

受注者は、工法比較案に対する検討結果をまとめ、工法比較一覧表を作成する

ものとする。 工法比較一覧表には、施工性、経済性、機能性、工事工程、環境

等について、得失及び問題点を列記し、各工法比較案の評価を行い、最適工法案

を明示するものとする。  

(7) 今後の検討課題等の整理 

受注者は、次の設計段階において検討、調整等を行うべき重要事項について整

理するものとする。  

(8) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項(6)に準ずる

ものとする。  

(9) 照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。  

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件及び道路交通、沿道条件、他の事業計画については、設計の目的に対応し

た情報が得られているかの確認を行う。 

2） 比較案の選定に際し、各案の規模、形式、線形、交通処理方法等が適切に選

定されているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、

施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 最適案の選定に際し、各案の評価が適切であるかの照査を行う。また、設計

方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 検討図、概算工事費の適切性および整合性に着目し照査を行う。 

(10)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 工法比較案毎の整理事項・選定理由・構造規模と決定因・線形の決定要因・

施工検討結果 ・概略数量・概略工事費 

3） 工法比較案毎に施工性、経済性、機能性、工事工程、環境への影響等の長短

及び問題点、各案の評価及び最適工法案の選定理由 

3． 貸与資料発注者が賃与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路設計関連資料 

(2) 当該共同溝関連調査・検討資料 

(3) 測量成果 

(4) 地質調査資料 

(5) 交通量調査資料 

(6) 地下埋設物調査資料 

 

第  408 条 開削共同溝予備設計 

1． 業務目的 

開削共同溝予備設計は道路設計及び共同溝基本検討のほか各種調査検討資料な

ど既存の関連資料をもとに、共同溝整備位置の地形、地層、地質、地下水状況、更

には道路、交通状況、沿道状況、他の事業計画状況などに基づき施工性、経済性、

機能性、維持管理、安全性、環境等の観点から構造形式、線形、施工方法について
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総合的な技術検討を行い、最適な構造、線形、施工方法の選定を行うことを目的と

する。  

2． 業務内容開削共同溝予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 407条共同溝基本検討第 2項の(2)に準ずる

ものとする。  

(3) 設計条件の整理･検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基

づき、設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。  

主な検討項目 

  1） 内空断面計画 

  2） 線形計画 

  3） 施工・仮設計画（交通処理計画等） 

  4） 地層・地質・地下水条件の検討 

  5） 道路・交通・沿道状況の検討 

  6） 各種関連事業計画との整合性の検討 

  7） 特殊検討箇所の検討 

  8） 近接構造物との関連 

  9） 排水等共同溝内付帯設備 

  10）交差物件及び地下埋設物の確認・整理 

  11）収納物件の取付支持方法 

(4) 内空断面設計 

受注者は、内空断面の計画にあたり、各公益事業者の指定する収容物件、収容

条件、分岐条件などを検討し、適正な内空基本寸法を計画したうえで、一般部断

面設計を行なう。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打ち合わ

せを行い、決定事項を確認するものとする。  

(5) 平面･縦断線形設計 

1） 受注者は、線形の主要素となる箇所を確認設定し、線形の概略を計画するも

のとする。 

2） 受注者は、特殊部、換気口部の位置を計画する際には監督員が指示した場合、

各公益事業者との打合せを踏まえ、現地状況、関連事業、将来計画などを考慮

して、検討を行うものとする。 

(6) 換気･排水設計 

1） 受注者は、換気計画に際し、本設計区間外の状況も考慮して、適正な配置、

位置を計画するものとする。 

2） 受注者は、排水計画に際し、可能な限り排水施設を集約させ、縦断計画との

関係を考慮して計画するものとする。 

(7) 仮設構造物設計 

受注者は、次の項目を検討し、施工計画、仮設工法の概略を検討するものとす

る。 

1） 交通処理 

2） 山留工法 

3） 覆工の有無 

4） 補助工法の必要性及び対策 
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5） 特殊箇所の施工方法 

6） 支障埋設物件の整理 

(8) 概算工事費 

受注者は、主要工種に対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費

を算定するものとする。  

(9) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(10)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握して 

いるかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、

地質条件及び道路交通、沿道条件、他の事業計画については、設計の目的に対

応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に共同溝の規模、形式、線形、仮設工法と交通処理方法等が適切

に選定されているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近

接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し照査を行う。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。 

1） 設計条件 

    2） 内空の計画経緯及び決定要因 

    3） 線形の計画経緯及び決定要因 

    4） 換気・排水の計画経緯及び決定要因 

    5） 施工方法の経緯及び決定要因 

    6） 本体一般部構造基本計画図 

    7） 仮設一般部構造基本計画図 

    8） 概略数量・概略工事費 

    9） 詳細設計での課題点 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路設計関連資料 

(2) 当該共同溝関連調査･基本検討成果 

(3) 測量成果 

(4) 地質調査資料 

(5) 交通量調査資料 

(6) 地下埋設物調査資料 (移設または防護方法等に関する調整結果含む) 

第  409 条 開削共同溝詳細設計 

1． 業務目的 

開削共同溝詳細設計は、予備設計で決定された基本事項、設計図書に示された設

計条件、既往の関連資料、共同溝施工位置の地形･地質、沿道の条件等に基づき、

工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告

書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容開削共同溝詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。  
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(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 全体設計 

1） 現地踏査 

受注者は、共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及び

貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形・地質など自然状況、沿

道、交差物件、道路、交通、用地条件などの周辺状況を把握し、合わせて交通

処理、施工ヤードなど施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するもの

とする。 

2） 設計条件の整理･検討 受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握

のうえ、現地踏査等に基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行

う。  

主な検討項目 

 ①  一般部・特殊部・換気口部の内空形状、設置位置の検討 

 ②  平面、縦断線形の検討 

 ③  地層・地質・地下水条件の検討 

 ④  周辺の環境条件 

 ⑤  道路交通条件 

 ⑥  継手構造及び防水構造の検討 

 ⑦  本体及び仮設構造物の設計断面・条件の設定 

 ⑧  換気・排水計画の検討 

 ⑨  仮設、補助工法を含む施工方法の検討 

 ⑩  液状化の判定 

 ⑪  耐震計算手法の検討 

⑫  近接の影響範囲の判定 

3） 平面･縦断設計 

受注者は、一般部、特殊部、換気口部及び仮設構造物における平面及び縦断   

的に連続する部分の設計を行う。その設計には溝内排水施設、附属設備、土工、

道路付属物・舗装の撤去仮復旧の設計を含む。 

4） 内空断面設計 

  受注者は予備設計における各公益事業者の収容物件、収容条件、分岐条件等

に変更がある場合は別途設計図書の指示によるものとする。 

5） 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。 

(3) 特殊検討 

受注者は、次の項目のうち設計図書に示す項目について検討もしくは検討･設

計を行うものとする。 

1） 交差物件検討 

共同溝が河川、鉄道等と交差する際、一般掘削工法では対応できず構造、施

工方法等で検討を要する場合。 

2） 近接施工検討 

近接施工の影響範囲内で対策方法の検討を要する場合。ただし、近接施工の

影響範囲の判定は全体設計に含む。 

3） 本体縦断検討･設計 

 ｢共同溝指針5･1･14共同溝縦断方向の検討｣に示された項目について検討設
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計を要する場合。 

4） 大規模山留設計 ｢共同溝指針7･4 大規模山留の設計｣に示された項目につい

て検討、設計を要する場合。 

5） 耐震検討 耐震検討、液状化対策の検討を要する場合。ただし、液状化の判

定は全体設計に含む。 

(4) 一般部断面設計 

受注者は、全体設計で設計計画した一般部断面のうち、応力計算が必要となる

断面については応力計算を行い、設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(5) 特殊部設計 

受注者は、全体設計で設計計画した特殊部のうち、応力計算が必要となる箇所

については応力計算を行い、設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(6) 換気口部設計 

受注者は、全体設計で設計計画した換気口部のうち、応力計算が必要となる箇

所については応力計算を行い、設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(7) 防水工設計受注者は、共同溝内の漏水を防ぐため防水工を設計するものとする。  

(8) 排水工設計 

受注者は、予備設計で決定された排水工の形状・設置位置を基に排水系統図を

作成するとともに排水施設の断面寸法等の設計を行うものとする。  

(9) 仮設構造物設計 

受注者は、全体設計で設計計画した仮設構造物のうち、応力計算が必要となる

断面については応力計算を行い、設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(10)施工計画 

受注者は、全体設計での検討を基に以下の内容について工事費積算にあたって

必要な計画を記載した施工計画書を作成するものとする。 

1） 工事実施にあたっての交通処理計画、施工方法、施工順序、補助工法、支障

埋設物件の有無等について留意すべき事項を明記し、使用機械、仮設計画、仮

設備計画についても概略説明する。 

2） 特殊な構造あるいは、特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を

特記事項として記載する。 

(11)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件および道路交通、沿道条件、他の事業計画については、設計の目的に対応

した情報が得られているかの確認を行う。 

  2） 一般図を基に共同溝の規模、形式、線形、仮設工法等と設計基本条件及び他

の事業計画との整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障

物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を

行う。 

  3） 設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、施工方法、交

通切廻方法が適切であるかの照査を行う。 

  4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図 る。また、

本体と付属物の取り合いについて整合性の照査を行う。 
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(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 内空計画の経緯及び決定要因 

    3） 線形計画の経緯及び決定要因 

    4） 換気・排水計画の経緯及び決定要因 

    5） 平面・縦断図、本体一般部断面図、仮設一般部断面図 

    6） 施工計画の概要及び重要ポイント・注意事項 

    7） 工事数量の総括（ブロック別及び総括） 

    8） 特記事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路関連資料 

(2) 共同溝予備設計成果 

(3) 測量成果 

(4) 地質調査資料 

(5) 交通量調査資料 

(6) 地下埋設物調査資料 

 

第  410 条 シールド共同溝予備設計 

1． 業務目的 

シールド共同溝予備設計は道路設計及び共同溝基本検討のほか各種調査検討資

料など既存の関連資料をもとに、共同溝整備位置の地形、地層、地質、地下水状況、

更には道路、交通状況、沿道状況、他の事業計画状況などに基づき共同溝の基本的

な断面、換気方式及び施工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、環境等の観点

から構造形式、線形、施工方法について総合的な技術検討を行い、最適な構造、線

形、施工方法の選定を行うことを目的とする。  

2． 業務内容シールド共同溝予備設計の業務内容は以下のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 407条共同溝基本検討第 2項の(2)に準ずる

ものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基づ

き、設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。 

主な整理・検討項目 

1） シールド内空断面計画 

2） 線形計画 

3） 施工・仮設計画（交通処理計画等） 

4） 地層・地質・地下水条件の検討 

5） 道路・交通・沿道状況の検討 

6） 各種関連事業計画との整合性の検討 

7） 特殊検討箇所の検討 
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8） 近接構造物との関連 

9） 荷重条件と設計 

10）排水工等共同溝内付帯設備 

11）交差物件及び地下埋設物状況の確認・整理 

12）シールド工（覆工等)の検討 

13）収納物件の取付支持方法 

(4) 内空断面設計 

受注者は、内空断面設計について、第 408条開削共同溝予備設計第 2項の(4)

に準ずるものとする。  

(5) 平面・縦断線形設計 

受注者は、平面・縦断線形設計について、第 408条開削共同溝予備設計第 2項

の(5)に準ずるものとする。  

(6) 換気・排水計画 

受注者は、換気・排水計画について、第 408条開削共同溝予備設計第 2項の(6)

に準ずるものとする。  

(7) 設計計算 

受注者は、共同溝の主要断面について、基本事項の検討結果を基に、概略設計

計算及び概略断面検討を行い、2次覆工の有無、セグメント種類セグメント幅の

決定を行うものとする。また、設計図書に基づき、共同溝の耐震検討や縦断方向

の構造検討を行うものとする。  

(8) シールド工法の検討 

受注者は、設計計算により決定された覆工厚を有するシールド機に関し工事の

安全性、施工性、経済性等の観点から、３案程度の機種を対象に概略検討を行い、

比較表を作成し、特質を整理のうえ、機種の決定を行うものとする。  

(9) 発進・到達方法の検討 

受注者は、決定した共同溝断面、地質条件、シールド機種を考慮したシールド

機の発進・到達方法について、３案程度を対象に検討を行い、比較案を作成し、

特質を整理のうえ、発進・到達方法を決定するものとする。  

(10)概略施工計画 

受注者は、検討・設計した共同溝断面、延長等の工事規模及び施工方法を基に、

以下の事項について、検討を行うものとする。 

1） 概略施工手順 

2） 概略工事工程表の作成 

3） 施工ヤードの概略平面図作成 

(11)概算工事費 

受注者は、主要工種に対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費  

を算定するものとする。  

(12)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(13)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 408条開削共同

溝予備設計第 2項の(10)に準ずるものとする。  

(14)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作

成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した

設計概要書を作成するものとする。  
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1） 設計条件 

    2） 内空の計画の経緯及び決定要因 

    3） 線形の計画の経緯及び決定要因 

    4） 換気・排水の計画及び決定要因 

    5） 施工方法の決定要因 

    6） 設計計算方法及び計算結果 

    7） シールド機種選定の要因 

    8） シールド機発進・到達方法選定の経緯 

    9） 本体一般部構造基本計画 

    10）概略数量・概略工事費 

    11）詳細設計での課題点 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路設計関連資料 

(2) 当該共同溝関連調査資料・基本検討成果 

(3) 測量成果 

(4) 地質調査資料 

(5) 交通量調査資料 

(6) 地下埋設物調査資料 （移設または防護方法等に関する調整結果含む） 

 

第  411 条 シールド共同溝立坑予備設計 

1． 業務目的 

立坑予備設計は、シールド共同溝予備設計及び地質調査等関連資料を基に、シー

ルド共同溝用立坑について、基本的な断面、換気方式及び施工法を決定するととも

に詳細設計にあたり、必要な調査及び留意事項を抽出することを目的とする。  

2． 業務内容立坑予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 407条共同溝基本検討第 2項の(2)に準ずも

のとする。  

(3) 設計条件の整理 

受注者は、設計図書に示された計画位置・範囲、地質条件シールド共同溝の規

模等、検討・設計上の基本的条件について整理するものとする。  

(4) 基本事項の検討 

受注者は、立坑の設計にあたり、下記に示す事項等について技術的検討を加え

るものとする。 

1） 内空断面（シールド共同溝断面条件、立坑の目的、シールド機の規模等） 

    2） 立坑構造型式 

    3） 地層・地質・地下水条件の検討 

    4） 荷重条件及び設計計算方法 

    5） 昇降設備等立坑内付帯設備 

    6） 換気・排水の検討 

    7） 入溝企業の分岐取付方法 

  (5) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す仮設構造物の設計等、特殊事項の検

討を行うものとする。 
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1） 近接施工検討 

2） 大規模山留設計 

3） 交差物件検討 

(6) 設計計算 

受注者は、基本事項の検討結果を基に、概略設計計算及び概略断面検討を行い、

立坑の断面形状・寸法を決定するものとする。受注者は、耐震検討、液状化対策

の検討を要する場合、設計図書に基づき、設計計算を行うものとする。  

(7) 諸設備検討 

受注者は、設計図書に基づき、昇降、換気、照明等、立坑内諸設備計画及び受

配電設備計画について概略検討を行うものとする。  

(8) 仮設工及び施工方法の検討 

受注者は、計画位置の地形、地質、環境条件を考慮した、土留め壁等仮設工の

種類、施工法について、３案程度を対象に概略比較検討を行い、特質を整理のう

え、仮設工及び施工法の決定を行うものとする。なお、比較検討における土留め

壁等、仮設構造物の断面寸法は、工事実績等既往の資料によるものとする。  

(9) 概略施工設備計画 

受注者は、立坑規模、施工法、地形及び環境条件を考慮した施工設備及び施工

ヤードについて概略検討を行うものとする。  

(10)設計図 

受注者は、検討結果に基づき立坑の一般図（平面図、断面図）を作成しシール

ド共同溝本体との関係、地下埋設物、重要近接構造物、立坑主要寸法及び地質柱

状図を記入するとともに、土留め壁等仮設構造物の概略設計図を作成するものと

する。  

(11)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(12)概算工事費 

受注者は、第 111条設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を算定するものと

する。  

(13)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。  

(14)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 立坑内空寸法諸元 

    3） 立坑構造型式選定の経緯 

    4） 設計計算方法及び計算結果 

    5） 換気・排水検討の経緯 

    6） 概略施工計画 

    7） 設計図書に基づき実施した検討・設計 

    8） 詳細設計での課題点 

    9） 概略数量・概略工事費 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路設計関連資料  

(2) 当該共同工関連調査資料・基本検討成果  
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(3) シールド共同溝予備設計報告書・設計図面  

(4) 測量成果  

(5) 地質調査資料  

(6) 交通量調査資料  

(7) 地上施設等調査資料（道路、基礎含む建造物等）  

(8) 対象地域の環境基準値  

(9) 対象地域の都市計画図及び用途地域図  

(10)地下埋設物調査資料（移設または防護方法等に関する調整結果含む） 

 

第  412 条 シールド共同溝詳細設計 

1． 業務目的 

シールド共同溝詳細設計は、シールド共同溝予備設計で決定された基本事項、設

計図書に示された設計条件、既往の関連資料、共同溝施工位置の地形・地質、沿道

の条件等に基づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注

に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容シールド共同溝詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 407条共同溝基本検討第 2項の(2)に準ずる

ものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基

づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。 

主な検討項目 

1） シールド本体の内空形状及び立坑・シャフト部を含めた設置位置の検討 

2） 平面、縦断線形の検討 

3） 地層・地質・地下水条件の検討 

4） 周辺の環境条件 

5） 道路交通条件 

6） 継手構造及び防水構造の検討 

7） 本体の設計断面・条件の設定 

8） 換気・排水計画の検討 

9） 仮設、補助工法を含む施工方法の検討 

10）液状化の判定 

11）耐震計算手法の検討 

12）近接の影響範囲の判定 

13）発進・到達方法の検討 

14）シールド機械の選定 

(4) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す事項に技術的検討を加える。 

1） 地質・構造条件の変化部分等における共同溝縦断方向の構造検討 

2） 地盤沈下の影響の検討 

3） 将来の近接施工が当該共同溝に及ぼす影響の検討 

4） 当該共同溝の施工が既設構造物に与える影響と対策の検討 

5） 小土被り区間の補助工法の検討 
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(5) 覆工の設計 

受注者は、地山条件、共同溝断面、施工方法及び特殊事項の検討結果等を考慮

のうえ、工事の安全性、施工性及び経済性の観点から覆工の種類形状について以

下の設計を行うものとする。  

1） 一次覆工（セグメント）設計 

  予備設計で決定されたセグメントについて、その妥当性を確認するとともに、

セグメント製作のためのシール溝、コーキング溝、注入孔及びエレクター用孔、

維持管理用支持金物取付工（二次覆工省略時）等の構造細目を検討し、一次覆

工の設計を行う。 

  2） 二次覆工設計 

  予備設計で決定された二次覆工（アーチ部・インバート部及び隔壁部）

の構造について、その妥当性を確認するとともに、その構造細目を検討し、

二次覆工設計を行う。 

(6) 本体構造設計 

受注者は、本体、立坑及びシャフト取付部における平面及び縦断設計を行うも

のとする。その設計には附属設備の検討を含むものとする。  

(7) 発進・到達防護設計 

受注者は、予備設計において決定した発進・到達方法を基に、立坑接続部の防 

護工について設計計算を行い、断面形状・寸法を決定し、細部構造の設計を行う

ものとする。  

(8) 防水工設計 

受注者は、防水工設計について、第 409条開削共同溝詳細設計第 2項の(7)に

準ずるものとする。  

(9) 排水工設計 

受注者は、排水工設計について、第 409条開削共同溝詳細設計第 2項の(8)に

準ずるものとする。  

(10)施工計画 

受注者は、全体設計での検討を基に以下の内容について工事費積算にあたって

必要な計画を記載した施工計画書を作成するとともに、必要に応じて参考図を作

成するものとする。  

1） 工事実施にあたっての交通処理計画、施工方法、施工順序、補助工法、 支

障埋設物件の有無等について留意すべき事項を明記し、使用機械、仮設計画、

仮設備計画についても概略説明する。 

2） 共同溝の施工方法、施工順序及び施工機械 

    3） 掘削土砂搬出計画 

    4） 概略工事工程計画 

    5） 施工ヤード計画 

    6） 工事中の計測計画 

    7） 施工にあたっての留意事項 

  (11)仮設備計画 

受注者は、共同溝施工に伴う仮設備について、必要に応じて、下記に示す項目

の検討を行うとともに、参考図を作成するものとする。 

1） 換気設備（換気容量の算定及び設備計画） 

2） 仮排水設備（計画立案） 

3） 裏込め注入設備（計画立案） 

4） 掘削土砂処理設備（計画立案） 

5） 材料搬出入設備（計画立案） 

6） 給水設備（容量算定） 
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7） 工事用電力設備（容量算定及び設備計画） 

8） 汚濁水処理設備（容量算定） 

9） ストックヤード（計画立案） 

10）工事用道路計画（概略検討)  

  11）安全対策（計画立案）  

12）環境対策等（計画立案)  

13）発進、到達立坑設備（設備計画)  

(12)設計図 

受注者は、関連道路設計及び当該設計で決定した事項に基づき、以下に示す設

計図を作成するものとする。 

1） 共同溝位置図 

2） 全体一般図（平面図、縦断図、断面図） 平面・縦断線形諸元、近接構造物

等との位置関係、地質縦断図、地質柱状図、共同溝の主要寸法を記入 

3） 共同溝標準断面図、構造図 

4） セグメント構造詳細図、線形図、割付図 

5） 裏込め注入工図 

6） 防水工設計図 

7） 排水工関係設計図 

8） 発進・到達防護工詳細図 

(13)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項(6)に準ずる

ものとする。  

(14)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(15)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件および道路交通、沿道条件、他の事業計画については、設計の目的に対応

した情報が得られているかの確認を行う。 

  2） 一般図を基に共同溝の規模、形式、線形、仮設工法等と設計基本条件及び他

の事業計画との整合が適切にとれているかの照査を行う他、諸設備計画と断面

形状及び地質条件、施工法と構造の整合が適切にとれているかの確認を行う。

また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映さ

れているかの照査を行う。 

  3） 設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、施工方法が適

切であるかの照査を行う他、仮設備と施工法の確認を行い、その妥当性につい

ても照査を行う。 

    4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。

防水工等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。また、本体と

付属物の取り合いについて整合性の照査を行う。 

(16)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 
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    2） 内空計画の経緯及び決定要因 

    3） 線形計画の経緯及び決定要因 

    4） 換気・排水計画の経緯及び決定要因 

    5） 共同溝諸元表（位置、平面線形、縦断線形、標準断面等） 

    6） 平面・縦断図、本体一般部断面図、仮設一般部断面図 

    7） 施工計画及び仮設備計画の概要及び重要ポイント・注意事項 

    8） 工事数量の総括（ブロック別及び総括） 

    9） 発進・到達方法 

    10）施工中の計測計画 

    11）工事実施にあたっての留意事項 

    12）特記事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路関連資料  

(2) シールド共同溝予備設計成果  

(3) 測量成果  

(4) 地質調査資料  

(5) 交通量調査資料  

(6) 地下埋設物資料  

 

第 413 条 シールド共同溝立坑詳細設計 

1． 業務目的 

立坑詳細設計は、立坑予備設計で決定された立坑構造について、設計図書に示さ

れる条件、地質調査等既存の関連資料を基に、シールド共同溝用立坑の工事に必要

な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成す

ることを目的とする。  

2． 業務内容立坑詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 407条共同溝基本検討第 2項の(2)に準ずる

ものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示された計画位置・範囲、地質条件、シールド共同溝の

規模等、設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。  

主な検討項目 

1） 内空断面（本体断面条件、立坑の目的、シールド機の規模等） 

  2） 立坑構造型式 

  3） 地層・地質・地下水条件の検討 

  4） 周辺の環境条件 

  5） 道路交通条件 

  6） 継手構造及び防水構造の検討 

  7） 仮設構造物の設計断面・条件の設定 

  8） 換気・排水計画の検討 

  9） 仮設、補助工法を含む施工方法の検討 

  10）昇降設備等立坑内付帯設備 

  11）近接の影響範囲の判定 
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  12）入溝企業の分岐取付方法 

(4) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す事項等について技術的検討加えるも

のとする。 

1） 軟弱地盤等における耐震 

2） 地盤沈下の影響の検討 

3） 将来の近接施工が当該立坑に及ぼす影響の検討 

4） 当該立坑施工が既設構造物に与える影響と対策の検討 

(5) 立坑本体設計 

受注者は、予備設計で決定した主構造の断面形状を基に、細部構造の検討を行

うとともに、特殊事項も考慮した荷重条件を設定し、下記段階を対象として設計

計算を行い、立坑本体の設計を行うものとする。  

1） 施工段階 

    2） 完成時 

  (6) 換気口設計 

受注者は、換気口設計について、第 409条開削共同溝詳細設計第 2項の(6)に

準ずるものとする。  

(7) 防水工設計 

受注者は、防水工設計について、第 409条開削共同溝詳細設計第 2項の(7)に

準ずるものとする。  

(8) 排水工設計 

受注者は、排水工設計について、第 409条開削共同溝詳細設計第 2項の(8)に

準ずるものとする。  

(9) 仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す仮設構造物の設計等、特殊事項の検

討を行うものとする。 

1） 交差物件検討 

立坑が河川、鉄道等と交差する際、一般掘削工法では対応できず構造、施工

方法等で検討を要する場合。 

2） 近接施工検討 近接施工の影響範囲内で対策方法の検討を要する場合。ただ

し、近接施工の影響範囲の判定は設計条件の整理・検討に含む。 

3） 土留め工設計 

受注者は、予備設計で選定された土留め型式を対象に、地形地質、周辺の建

物・用地及び地下埋設物を考慮して必要箇所を選定し、設計計算を行い、主断

面及び構造細部の寸法を決定し、監督員と協議のうえ土留め壁を設計するもの

とする。 

  4） 路面等覆工設計 

  受注者は、立坑箇所の地表状況（交通状況、環境状況等）を考慮のうえ、施

工時の施工性、安全性、経済性に配慮した３案程度の覆工を選定し比較検討を

行い、特質を整理し、監督員と協議のうえ、覆工型式を決定するとともに、設

計計算を行い、構造細部の設計を行うものとする。 

(10)座標計算 

受注者は、貸与された共同溝線形計算書、平面及び縦断線形図に基づき、当該 

構造物及び仮設構造物の必要箇所について座標計算を行い、平面座標及び縦断計

画高を求めるものとする。  

(11)設計図 

受注者は、当該設計の検討に基づき、以下に示す設計図を作成するものとする。   

1） 立坑位置図 
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2） 立坑一般図 平面図、断面図、土質柱状図、近接構造物との位置関係、立坑

主要寸法等 

3） 立坑本体配筋図 

4） 仮設構造物詳細図（山留め工、覆工等） 

(12)施工計画 

受注者は、下記に示す事項について検討し、取りまとめて記載した施工計画書 

を作成するとともに、必要に応じて参考図を作成するものとする。 

1） 立坑の施工方法、施工順序及び施工機械 

2） 掘削土砂搬出計画 

3） 概略工事工程計画 

4） 施工ヤード計画 

5） 工事中の交通処理計画 

6） 工事中の計測計画 

7） 施工にあたっての留意事項 

(13)仮設備計画 

受注者は、立坑施工に伴う仮設備について、必要に応じて、下記に示す事項の

検討及び計画を行うとともに、参考図を作成するものとする。 

1） 工事中の仮排水設備（計画立案） 

2） 汚濁水処理設備（計画立案） 

3） 掘削土砂処理設備（計画立案） 

4） 資材搬出入設備 

5） 型枠支保工（一般図） 

6） ストックヤード（計画立案） 

7） 工事用道路計画（概略検討） 

8） 安全対策（計画立案） 

9） 環境対策等（計画立案） 

(14)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(15)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(16)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 412条シールド

共同溝詳細設計第 2項の(15)に準ずるものとする。  

(17)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 立坑寸法諸元表 

    3） 設計計算方法及び計算結果 

    4） 施工法概要 

    5） 仮設構造物諸元表 

    6） 仮設構造物設計計算方法及び計算結果 

    7） 施工計画及び仮設備計画 

    8） 工事実施にあたっての留意事項 
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3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路関連資料  

(2) シールド共同溝立坑予備設計成果  

(3) 測量成果  

(4) 地質調査資料  

(5) 交通量調査資料  

(6) 地下埋設物調査資料  

 

第４節 電線共同溝設計 

第  414 条 電線共同溝設計の区分 

電線共同溝設計は、次の区分により行うものとする。 

(1) 予備設計 

(2) 詳細設計 

 

第  415 条 電線共同溝予備設計 

1． 業務目的 

電線共同溝予備設計は、歩道整備計画書及び各種調査検討資料など既存の関連資

料をもとに、電線共同溝整備位置の地形、地質、道路交通状況、沿道利用状況、既

設占用物件状況などに基づき、施工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、環境

等の観点から構造形式、線形、施工方法について総合的な技術検討を行い、最適な

構造、線形、施工方法の選定を行うことを目的とする。  

2． 業務内容電線共同溝予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、電線共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲及

び貸与資料と現地との整合性を目視により碓認し、地形、沿道利用状況、埋設物

の確認等、基礎的な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査（測量、試

掘調査、交通量調査等）を必要とする場合、受注者は、その理由を明らかにし、

調査範囲について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に基

づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。 

 主な検討項目 

    1） 電線共同溝収容物件の収容計画 

    2） 地中化形態の検討 

    3） 概略的な構造形式及び区間の設定 

    4） 内空断面（管路部、特殊部） の設定 

    5） 線形計画 

    6） 道路・交通・沿道状況の検討 

    7） 各種関連事業計画との整合性 

    8） 施工計画検討 

  (4) 平面・縦断線形設計 

受注者は、(3)により取りまとめられた基本的事項を基に、平面及び縦断線形

の計画を行うものとする。また、既設占用物件について支障となるものの抽出及
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び調整を行うものとする。移設計画設計は設計図書による。  

(5) 管路部設計 

受注者は、管路部の管路口径と条数を概略決め管路部の断面形状を定めるもの

とする。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打合せを行い、決

定事項を確認するものとする。  

(6) 特殊部設計 

受注者は、特殊部（分岐部及び接続部を総称していう）の概略内空断面の設定

を行うものとする。その際、監督員が指示した場合、各公益事業者と相互打合せ

を行い、決定事項を確認するものとする。  

(7) 地上機器部設計 

受注者は、地上機器部（機器を地上に設置するため設ける施設）について電線

共同溝本体形式の検討を行うものとする。その際、監督員が指示した場合、各公

益事業者と相互打ち合せを行い、決定事項を確認するものとする。  

(8) 仮設構造物設計受注者は、仮設及び施工計画の概略検討を行うものとする。  

(9) 概算工事費 

受注者は、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するもの

とする。  

(10)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件及び道路交通、沿道条件、既設占用物件については、設計の目的に対応し

た情報が得られているかの確認を行う。 

  2） 一般図を基に電線共同溝の規模、形式、線形、仮設工法等が適切に選定され

ているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工

条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

 3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し照査を行う。 

(12)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

    2） 設計検討経緯及び決定要因 

    3） 管路部、特殊部の標準部構造基本計画図 

    4） 仮設標準部構造基本計画図 

    5） 主要材料の概略数量 

    6） 概略工事費 

7） 詳細設計での課題点 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 各種調査検討資料  

(2) 測量成果  

(3) 地質調査報告書  
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(4) 交通量調査報告書  

(5) 地下埋設物調査資料  

(6) 試掘調査報告者  

(7) 歩道整備報告書  

 

第  416 条 電線共同溝詳細設計 

1． 業務目的 

電線共同溝詳細設計は、予備設計で決定された基本事項、設計図書に示された設

計条件、既往の関連資料、電線共同溝施工位置の地形、地質、既設埋設物条件、沿

道の条件に基づき,工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注

に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容電線共同溝詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 全体設計 

1） 現地踏査 

受注者は、電線共同溝計画地点の現地踏査を行い、設計図書に示す設計範囲

及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、地質、沿道利用状

況、埋設物、支障物の確認、現状の架空線の供給状況の確認等、詳細設計にお

いて必要となる現地状況を把握するものとする。 

2） 設計条件の整理・検討 

受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査等に

基づき設計条件及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。 

主な検討項目 

 ①  資料の収集・整理 

 ②  電線共同溝収容物件の収容計画 

 ③  構造形式及び区間の設定 

 ④  管路部の配列、特殊部の配置位置の設定 

 ⑤  平面、縦断線形の設定 

 ⑥  管路部、特殊部及び仮設構造物の設計断面、条件の設定検討 

 ⑦  細部条件（付属物等）検討 

 ⑧  道路・交通・沿道状況の検討 

 ⑨  各種関連事業計画との整合性の検討 

⑩  施工計画検討 

3） 平面・縦断設計 

受注者は、管路部、特殊部、地上機器部及び仮設構造物における平面及び縦

断的に連続する部分の設計を行い、支障となる埋設物の抽出及び調整の検討を

行うものとする。その設計には、土工、道路付属物、舗装の撤去、仮復旧の設

計を含むものとする。 

4） 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。 

(3) 管路部設計 

受注者は、管路部となる箇所について、予備設計を参考に管路部の詳細な設計

を行うものとする。なお、使用実績の少ない管路材を使用する場合または車道部

に埋設する場合等で応力計算を必要とするものについては、設計図書の指示に基
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づき応力計算を行い設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(4) 特殊部設計 

受注者は、特殊部（分岐部及び接続部を総称していう）について、予備設計を

参考に詳細な設計を行うものとする。なお、応力計算を伴うものについては、応

力計算を行い設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(5) 地上機器部設計 

受注者は、地上機器部（機器を地上に設置するため設ける施設）について詳細

な設計を行うものとする。なお、応力計算を伴うものについては、応力計算を行

い設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(6) 仮設構造物設計 

受注者は、仮設構造物を必要とする箇所について、予備設計を参考に仮設構造

物の詳細な設計を行うものとする。なお、応力計算を伴うものについては、応力

計算を行い設計図面作成及び数量計算を行うものとする。  

(7) 施工計画 

受注者は、施工計画に当たって交通処理、施工方法、施工順序、仮設計画、仮

設備計画、工程、支障埋設物件の有無等を検討し、工事費積算にあたって必要な

計画を記載した施工計画書を作成するものとする。  

(8) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(9) 特殊設計・検討・協議 

受注者は、設計図書の指示により以下の設計検討等を行うものとする。 

1） 引込み管、連係管の設計（特殊部間の最大径間長の検討） 

2） 整備計画書の作成 

3） 関係事業者との協議（資料作成含む） 

4） 地元説明に関わる資料作成および現地立会い 

5） 支障物件の移設計画、検討 

6） 車道横断部の設計・検討 

(10)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件及び道路交通、沿道条件、既設占用物件については、設計の目的に対応し

た情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に電線共同溝の規模、形式、線形、仮設工法等と設計基本条件及

び他の事業計画との整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、

支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照

査を行う。 

3） 設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、施工方法、交

通切廻方法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。また、本

体と道路付属物の取り合いについて整合性の照査を行う。 

(11)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  
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1） 設計条件 

    2） 設計検討経緯及び決定要因 

    3） 平面・縦断図 

    4） 管路部、特殊部の標準部断面図 

    5） 仮設標準部断面図 

    6） 施工計画概要及び注意事項 

    7） 工事数量総括 

    8） 特記事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 予備設計成果  

(2) 測量成果  

(3) 地質調査報告書  

(4) 交通量調査報告書  

(5) 地下埋設物・調査資料  

(6) 試掘調査報告書 

 

第５節 成果品 
 

第  417 条 成果品 

受注者は、表 4.1～表 4.12 に示す成果品を作成し、共通仕様書第 117 条成果品

の提出に従うものとする。  

 

表 4.1 地下横断歩道等基本計画成果品一覧表 

設計

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

地
下
横
断
歩
道
等
基
本
計
画 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

基本構造検討  

位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500  
 

横断施設基本構造図  適宜 全体姿図  

構造一般図  1:10～1:100  
 

施工計画  仮設要領図  1:10～1:200   

概算工事費  
数量計算書  - 概略  

概算工事費  -  

報告書  

報告書  -  

設計検討書  - 特殊検討は設計図書による  

工法比較検討書  -  
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表 4.2 地下横断歩道等予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

地
下
横
断
歩
道
等
予
備
設
計 

設計  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500   

躯体構造一般図  1:30～1:200  概略図、適宜  

基礎構造一般図  1:50～1:200  概略図、適宜 

設備計画概略図  適宜  

仮設工一般図  1:30～1:20  概略図、適宜  

比較 一 覧 表  －  

概算工事費  数 量 計 算 書  － 概略  

概 算 工 事 費  －  

報告書  設 計 概 要 書  －  

構造計画書  －  

設計検討  設計検討書  － 設計図書による  

景観検討  概略景観検討書  － 設計図書による 

パース等  － 設計図書による 

 

 

表 4.3 地下横断歩道等詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

地
下
横
断
歩
道
等
詳
細
設
計 

本体設計  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

一般図  1:200～1:500  設計条件、地質図、ボーリ

ング位置記入  

設計図  1:100～1:300  平面、縦横座標  

構 造 一 般 図  1:50～1:100   

躯体構造詳細図  1:20～1:50  躯体本体部、連結部、出入

口部、 階段部斜路部  

基礎構造詳細図  1:20～1:100  杭、連壁、ウェル等  

施 工 計 画 図  

適宜 

施工計画一般図、 施工計画

部分詳細図、道路切廻し図

等  

景観検討  概略景観検討書  -  

パース等  - 設計図書による  

附属施設設計  設備計画図  1:20～1:100  設備配置計画図、配線系統

図、仕上工概略図（設計図

書による）  

上屋設計  上屋工詳細図  1:20～1:100  上屋構造一般図、上屋躯体

構造詳細  

施工計画  仮設工詳細図  1:50～1:100  支保工、締切、土留等、（設

計図書による）  

数量計算  数量計算書  
－ 

材料表、塗装面積、用地面

積等  

報告書  設計概要書  －  

設計計算書  －  

施工計画書  － 施工方法、特記事項等  

その他参考資料等  －  

上屋設計計算書  －  

附属施設設計計算書  －  

仮設設計計算書  －  

設計検討  設計検討書   設計図書による  
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表 4.4 共同溝基本検討成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

共
同
溝
基
本
検
討 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

平面計画  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平面図  1:1000  

縦断設計  縦断図  V=1:200 H=1:1000   

構造設計  標準横断図  1:100～1:200  

一般部構造図  1:10～1:200  内空断面を主体に設計  

施工計画  標準仮設断面図  1:100～1:200   

仮設要領図  1:100～1:200   

概算工事費  数量計算書  － 概 略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  －  

設計検討書  － 特殊検討は設計図書による  

工法比較検討書  －  

（パース作成）  （パース等）  適宜 設計図書による  

 

 

表 4.5 開削共同溝予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

開
削
共
同
溝
予
備
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

平面計画  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平面図  1:500   

縦断設計  縦断図  V=1:100～1:200 

H=1:500  

 

換気・排水設計  換気・排水系統図  適宜  

構造設計  標準横断図  1:100  収容物件も明示する  

一般部構造図  1:50～1:100  内空断面を主体に設計  

特殊部構造図  1:50～1:100  

換気部構造図  1:50～1:100  

施工計画  標準仮設断面図  1:100～1:200   

仮設要領図  1:100～1:200   

概算工事費  数量計算書  － 概 略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  －  

設計検討書  － 特殊検討は設計図書による 

換気排水計画書  －  

構造計画書  －  

施工計画書  － 基本方針,交通処理計画  
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表 4.6 開削共同溝詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

開
削
共
同
溝
詳
細
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  予備設計にて無い場合  

平面計画  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平面図  1:500   

縦断設計  縦断図  V=1:100～1:200 

H=1:500  

 

換気・排水設計  換気・排水系統図  適 宜  

構造設計  標準横断図  1:100  収容物件も明示する  

構造図 一般部、 特殊

部、換気口部  
1:50～1:100  

 

配筋図 一般部、 特殊

部、換気口部  
1:50～1:100  

 

付属物設計  各種付属物設計図  1:10～1:100  梯子、手摺、ﾏﾝﾎｰﾙ等  

構造細部設計  防水工詳細図  1:10～1:100   

継手詳細図  1:10～1:100   

排水設備詳細図  1:10～1:50  電気及び機械設備含まず  

道路付属物  撤去・復旧平面図  1:500  共同溝施工に伴って生ずる

道路付属物 撤去・復旧構造図  1:10～1:100  

舗装仮復旧  舗装版撤去展開図  
1:200～1:500  

共同溝施工に伴って生ずる

舗装版 舗装仮復旧展開図  

施工計画  仮設全体平面図  1:500   

仮設全体縦断図  V=1:100～1:200 

H=1:500  

 

仮設横断図  1:50～1:200   

仮設構造図  1:50～1:100   

交通処理計画図  適 宜 交差点処理を含む  

各種施工要領図  適 宜  

数量計算  数量計算書  －  

報告書  設計概要書  －  

設計検討書 － 設計図書による  

線形計算書  －  

換気排水計画書  －  

構造計算書  －  

仮設計算書  －  

施工計画書  －  

 

 

表 4.7 シールド共同溝予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

シ
ー
ル
ド
共
同
溝
予
備
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

設計図  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

全体一般図  1:500   

縦断図  V=1:100～1:200 

H=1:1000  

 

地質平面・縦断図  1:1000～1:2500   

標準断面図  1:100  収容物件も明示する  

セグメント構造一般図  1:50～1:100   

その他参考資料  適宜  

概算工事費  数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  －  

検討書  －  
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構造計画書  －  

 

 

表 4.8 シールド共同溝立坑予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

シ
ー
ル
ド
共
同
溝
立
坑
予
備
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

設計図  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

全体一般図  1:500   

地質平面図  1:1000～1:2500   

構造一般図  1:50～1:100   

仮設構造物一般図  1:100～1:200   

主筋配筋図  1:50   

その他参考資料  適宜  

概算工事費  数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報告書  

設計概要書  －  

検討書  －  

施工計画書  －  

構造計画書  －  

 

 

 

表 4.9 シールド共同溝詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

シ
ー
ル
ド
共
同
溝
詳
細
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

設計図  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

全体一般図  1:500   

線形図  1:2500   

標準横断図  1:100   

地質平面・縦断図  1:1000～1:2500   

排水系統図  適宜  

セグメント配置図 適宜  

セグメント構造一般図  1:50～1:100   

セグメント配筋図  1:50～1:100   

二次覆工配筋図  1:50～1:100   

排水工詳細図  適宜  

構造物詳細図  1:50～1:100   

仮設工詳細図  1:50～1:100   

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報告書  設計概要書  －  

設計計算書  －  

検討書  －  

施工計画書  －  

施工設備計画書  －  
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表 4.10 シールド共同溝立坑詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

シ
ー
ル
ド
共
同
溝
立
坑
詳
細
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:500  設計図書による  

設計図  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

全体一般図  1:200～1:500   

地質平面・縦断図  1:1000～1:2500   

構造一般図  適宜  

構造詳細図  適宜  

仮設構造物一般図  1:20   

仮設工詳細図  1:50～1:100   

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報告書  設計概要書  －  

座標計算書  －  

設計計算書  －  

検討書  －  

施工計画書  －  

施工設備計画書  －  

 

 

表 4.11 電線共同溝予備設計成果品一覧表 

設計 

種別  
設計項目  成果品項目  縮 尺 摘 要  

電
線
共
同
溝
予
備
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:100～1:250   

平面・縦断設計  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平面図  1:100～1:250   

縦断図  H=1:100～1:250 

V=1:50～1:100  

 

設計図  標準断面図  1:10～1:20   

ケーブル収容図  1:10   

管路部構造図  1:5～1:10   

特殊部構造図  1:10～1:30   

地上機器部構造図  1:10～1:30   

仮設構造設計  仮設構造図  1:10～1:20  必要とする場合  

概算工事費  数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  －  

設計検討経緯書  －  

仮設計算書  － 概算  
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表 4.12 電線共同溝詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品一覧 縮 尺 摘 要 

電
線
共
同
溝
詳
細
設
計 

現地調査  埋設物件平面図  1:100～1:250  予備設計にて無い場合  

平面・縦断設計  位置図  1:2500～1:50000  市販地図等  

平面図  1:100～1:250   

縦断図  H=1:100～1:250 

V=1:50～1:100  

 

設計図  標準横断図  1:10～1:20   

ケーブル収容図  1:10   

管路部構造図  1:5～1:10   

特殊部構造図・配筋図  1:10～1:30   

地上機器部構造図・配筋

図  

1:10～1:30   

細部構造図（  蓋・附属

金物・継手等）  

1:2～1:10   

仮設構造設計  仮設構造図  1:10～1:20   

数量計算  数量計算書  －  

報告書  設計概要書  －  

設計検討経緯書  －  

本体構造計算書  －  

仮設計算書  －  

施工計画書  －  
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第５章 トンネル設計 

 
第１節 トンネル設計の種類 

第  501 条 トンネル設計の種類 

トンネル設計の種類は以下のとおりとする。 

(1) 山岳トンネル設計 

(2) シールドトンネル設計 

(3) 開削トンネル設計 

(4) トンネル設備設計 

 

第２節 トンネル設計 

第  502 条 山岳トンネル設計の区分 

1． 山岳トンネル設計は次の区分により行うものとする。 

(1) 山岳トンネル予備設計 

(2) 山岳トンネル詳細設計 

 

第  503 条 山岳トンネル予備設計 

1． 業務目的 

山岳トンネル予備設計は、道路トンネルを対象として、地質調査資料及び道路予

備設計等既存の関連資料を基に、当該トンネルの基本的な断面、坑口位置、換気方

式、施工法を決定するとともに、詳細設計にあたり必要となる調査及び留意事項を

抽出することを目的とする。  

2． 業務内容山岳トンネル予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確 

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計に先立って現地踏査を行い、設計図書に示された設計範囲及び

貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形、地質

等の自然条件、地物、環境条件等の周辺状況等、現地の状況を把握し、併せて工

事用道路・施工ヤード等の施工性の判断及び施工設備計画の立案に必要な現地状

況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合、

受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受け

るものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、建築限界、交通量等検討・設

計上の基本的条件について確認を行うものとする。  

(4) 本体工設計 

1） 地山分類 

受注者は、地質調査資料、現地踏査結果及び関連資料等を基に、指定された

技術基準に示される地山分類に従って地山分類を行うものとする。 
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2） 断面設計 

受注者は、指定された技術基準及び道路の幅員構成、建築限界、内装板、換

気等諸設備の条件及び地山分類結果等を基に、内空断面、断面構造を検討・整

理のうえ適用断面を選定するものとする。 

3） 掘削方式及び掘削工法の検討 

受注者は、トンネルの延長、地形、地質、地下水、地物、トンネル断面及び

周辺の環境条件を考慮して、技術的検討、経済的な評価を行い、合理的な掘削

方式及び掘削工法を選定するものとする。 

(5) 換気検討 

受注者は、トンネルの延長、縦断勾配、トンネル断面及び周辺の環境条件を考

慮して、既存資料を基に所要換気量を算定し計画可能な３案程度の換気方式を対

象に比較検討を行い、経済的かつ合理的な換気方式を選定するものとする。  

(6) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、近接構造物への影響及び周辺環境への影響等、

特殊事項の検討を行うものとする。  

(7) 坑門工設計 

受注者は、実測平面図を用い1 坑口あたり３案程度の比較案を抽出し、構造特

性、施工性、走行性、経済性、維持管理、周辺環境との調和について総合的な観

点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えるとともに簡易な透視図及び比較

検討書を作成のうえ、坑門工の位置・型式を選定するものとする。  

(8) 換気坑等設計 

受注者は、設計図書に基づき、換気方式の決定に伴い生じる、立坑、斜坑、補

助坑、換気所及び各種連絡坑等のうち必要な工種について、概略施工法の検討、

概略施工設備計画、標準断面の設計を行うものとする。  

(9) 諸設備検討 

受注者は、設計図書に基づき、選定された換気方式に適合した換気、照明、非

常用施設等トンネル内諸設備計画及び受配電設備計画について概略検討を行う

ものとする。 

(10)概略施工設備計画 

受注者は、検討・設計したトンネル断面、延長等の工事規模及び施工方式を基

に、以下の事項の検討を行うものとする。 

1） 概略工事工程表の作成 

2） 概算工事用電力量の算出 

3） 施工ヤード及び工事用道路の概略平画図作成 

(11)設計図 

受注者は、関連道路設計で決定した平面・縦断線形及び当該設計の検討結果に

基づき一般図(平面図、縦断図、標準断面図)ならびに地質平面・縦断図、坑門工

一般図を作成するものとする。  

(12)景観検討 

受注者は、設計図書に基づき、坑門工等について概略の景観検討を行うものと

する。  

(13)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(14)概算工事費 

受注者は、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するもの

とする。  

(15)照査 
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照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 2） 一般図を基に換気方式、諸設備計画とトンネル断面及び地質条件、地山分

類と支保パターン・掘削方式ならびに坑門工の位置・形式の整合が適切にとれ

ているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工

条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

 3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

 4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(16)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要を作成するものとする。  

  1） 設計条件 

  2） トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等)  

  3） 換気方式の選定経緯 

  4） 概略施工計画 

  5） 非常用施設計画 

  6） 設計図書に基づき実施した検討・設計 

  7） 詳細設計にあたっての必要な調査及び留意事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(3) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(4) 地上施設等調査資料 

(5) 坑門工周辺の実測地形平面図 

(6) 対象地域の環境基準値 

(7) 交通量関連資料 

 

第  504 条 山岳トンネル詳細設計 

1． 業務目的 

山岳トンネル詳細設計は、予備設計で決定されたトンネル構造について設計図書

に示される条件、関連道路設計、トンネル設備予備設計及び地質調査資料等、既存

の関連資料を基に、トンネルの工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、

工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容 

山岳トンネル詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。なお、詳細設計は、山

岳トンネル予備設計が実施されていることを前提としており、予備設計未実施のト

ンネルにおいては、設計図書に定める検討・設計項目について第 503条山岳トンネ

ル予備設計に準じた検討・設計を行い、詳細設計を行うものとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項
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の(2)に準ずるものとする。 

なお、現地調査以降の記述については省略するものとする。 

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。  

(4) 本体工設計 

1） 地山分類 

受注者は、予備設計において決定された地山分類を基に、その後の調査及び

検討結果を加味し、地山分類を行うものとする。 

2） トンネル断面及び支保工の設計 

受注者は、予備設計において選定された適用断面について、その後の調査及

び検討結果を考慮して、適用断面の妥当性の確認を行うとともに支保工の構造

及び規模を選定するものとする。 特に、坑口付近、断層、破砕帯等土圧の変

化が予想される箇所、地表または近接して構造物がある場合、かぶりの薄い場

合等は安全性、施工性を考慮して、補助工法の併用も考慮した断面及び支保工

の検討を行うものとする。 ただし、断面、支保工及び補助工法の検討は、類

似トンネルの施工例等の既往資料を基に行うことを基本とする。なお、受注者

は、設計図書に基づき、構造計算(ＦＥＭ解析等)及び補助工法の設計を行うも

のとする。 

3） 掘削方式及び掘削工法の確認 受注者は、予備設計成果に、その後の調査及

び検討結果を加味して、掘削方式及び掘削工法の妥当性を確認するものとする。 

(5) 坑門工設計 

受注者は、決定された坑門工について、坑門躯体の構造計算を行うとともに、

坑門工背部前部の土工、法面工、抱き擁壁工、排水工の設計を行うものとする。

なお、受注者は、設計図書に基づき、坑門工前部・背部の落石・雪崩防止工、地

すべり対策工及び坑門工の杭基礎等の設計を行うものとする。  

(6）坑門工比較設計 

受注者は、設計図書に基づき、実測平面図を用い、１坑口あたり３案程度の比

較案を抽出し、総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えるとと

もに簡易な透視図及び比較検討書を作成のうえ、坑門工の位置・型式を選定する

ものとする。  

(7) 防水工等設計 

受注者は、トンネル内への漏水を防ぐための防水工の設計を行うものとする。  

(8) 排水工設計 

受注者は、トンネルの湧水及び路面水を適切に処理するため、覆工背面排水、

路面排水、路盤排水を考慮し、排水溝、排水管、集水桝等の排水構図物の設計を

行うとともに、トンネル内の排水系統の計画を行うものとする。なお、受注者は、

設計図書に基づき、坑門工前部の排水工の設計を行うものとする。  

(9) 舗装工設計 

受注者は、設計図書に示される交通量をもとに、排水性、照明効果、走行性、

維持管理等を考慮し、トンネル内舗装の比較検討のうえ、舗装の種類・構成を決

定し、設計するものとする。  

(10)非常用施設設計 

1） トンネル等級の検討 

受注者は、トンネル延長及び設計図書に示される交通量を基に、トンネル等

級を決定するものとする。 

2） 非常用施設の箱抜き設計 

受注者は、決定したトンネル等級に基づき、非常用施設を選定し、配置計画
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を行うとともに施設収容のための箱抜きの設計を行うものとする。 

(11)内装設備設計 

受注者は、設計図書に基づき、トンネルの内装について、トンネル延長交通量

等を基に、照明効果、吸音効果、視線誘導効果等を考慮のうえ耐火性、安全性、

経済性、維持・保守の難易度及び耐久性の比較を行い、監督員に報告し、その指

示に基づき、使用材料を決定し、設計するものとする。  

(12)仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき仮設桟橋及び防音壁等について、設計計算を行い

断面形状･寸法を決定し、監督員と協議のうえ、細部構造の設計を行うものとす

る。  

(13)設計図 

受注者は、関連道路設計及び当該設計で決定した事項に基づき、以下に示す設

計図を作成するものとする。 

1） トンネル位置図 

2） 平面図、縦断図 

3） 地質平面・縦断図 

4） トンネル標準断面図及び支保工詳細図 

5） 本体工補強鉄筋図 

6） 坑門工一般図及び坑門工構造詳細図 

7） 排水系統図及び排水工詳細図 

8） 防水工等詳細図 

9） 舗装工詳細図 

10）非常用施設配置図及び箱抜詳細図 

(14)施工計画 

受注者は、下記に示す事項に関する検討を、取りまとめて記載した施工計画書

を作成するとともに、必要に応じて参考図を作成するものとする。 

1） トンネルの施工法、施工順序及び施工機械 

2） 工事工程計画 

3） 施工ヤード計画 

4） 施工中の計測計画 

5） 施工にあたっての留意事項 

なお、受注者は、施工方法、施工ヤード計画・立案は設計図書に規定する条件

で行うものとする。 

(15)仮設備計画 

受注者は、トンネル施工に伴う仮設備について、必要に応じて下記に示す項目

の検討を行うとともに、参考図を作成するものとする。 

1） 工事中の換気設備（換気容量の算定及び設備計画） 

2） 工事中の仮排水計画（計画立案） 

3） 工事用電力設備（容量算定及び設備計画） 

4） 給水設備（使用量、水槽容量の算定） 

5） 給気設備（容量の算定） 

6） 汚濁水処理設備（計画立案） 

7） ストックヤード（計画立案） 

8） 工事用道路計画（1/2,500程度の地形図による概略検討） 

9） 環境対策（工事中の騒音、振動対策の計画立案) 

10）施工中の計測計画（計測工配置図、計測工計器配置図) 

11）安全対策（計画立案)  

(16)景観検討 
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受注者は、設計図書に基づき、坑門工等の景観検討を行うものとする。  

(17)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(18)ずり捨場の検討 

受注者は、指定された位置を対象に、ずり捨場の概略検討を行い、その結果を

監督員に報告し、指示を受けるものとする。なお、受注者は、設計図書の指示に

基づき、ずり捨場の設計を行うものとする。  

(19)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(20)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に換気方式、諸設備計画とトンネル断面及び地質条件、地山分類

と支保パターン･掘削方式ならびに坑門工の位置・形式の整合が適切にとれて

いるかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条

件が設計計画に反映されているかの確認を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設備と施工法

の確認を行い、その妥当性についても照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

防水工等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。 

(21)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等)  

3） 坑門工の位置、型式 

4） 排水工、防水工、舗装工 

5） 非常用施設計画 

6） 施工計画及び仮設備計画 

7） 施工中の計測計画 

8） 工事実施にあたっての留意事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) 道路詳細設計報告書及び設計図面 

(3) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(4) 山岳トンネル予備設計報告書及び設計図面 

(5) トンネル設備予備設計報告書及び設計図面 

(6) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(7) 坑門工周辺の実測地形平面図(縮尺1/200～1/500)  

(8) 対象地域の環境基準値 

(9) 交通量関連資料 
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第３節 シールドトンネル設計 

第  505 条 シールドトンネル設計の区分 

1． シールドトンネル設計は、次の区分により行うものとする。 

(1) シールドトンネル予備設計 

(2) シールドトンネル詳細設計 

(3) 立坑予備設計 

(4) 立坑詳細設計 

 

第  506 条 シールドトンネル予備設計 

1． 業務目的 

シールドトンネル予備設計は、地質調査資料及び道路予備設計等、既存の関連資

料を基にトンネルの基本的な断面、換気方式、施工法及び用地幅を決定するととも

に、詳細設計にあたり必要となる調査及び留意事項を抽出することを目的とする。  

2． 業務内容シールドトンネル予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準ずるものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。  

(4) 基本事項の検討 

受注者は、シールドトンネルの設計にあたり、交通運用面を考慮した上で、下

記に示す事項について技術的検討を加えるものとする。 

1） 内空断面(幅員構成、建築限界、換気等諸設備条件) 

2） 地質条件 

3） 二次覆工の必要性 

4） 近接構造物との関連 

5） 概略施工法(施工の安全性、環境条件、経済性)  

6） 荷重条件と設計計算方法 

  7） 排水工等トンネル内付帯設備 

  8） 防災面からの構造検討（非常駐車帯、避難連絡坑等)  

(5) 換気検討 

受注者は、換気検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(5)に

準ずるものとする。  

(6) 特殊事項の検討 

受注者は、特殊事項の検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(6)に準ずるものとする。  

(7) 設計計算 

受注者は、トンネルの主要断面について、基本事項の検討結果を基に、概略設

計計算及び概略断面検討を行い、トンネル覆工厚、セグメント種類セグメント幅

の決定を行うものとする。 受注者は、設計図書に基づき、トンネルの耐震検討
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や縦断方向の構造検討を行うものとする。  

(8) 諸設備検討 

受注者は、諸設備検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(9)

に準ずるものとする。  

(9) シールド機の検討 

受注者は、設計計算により決定された覆土厚を有するシールド機に関し工事の

安全性、施工性、経済性等の観点から、３案程度の機種を対象に概略検討を行い、

比較表を作成し、特質を整理のうえ、機種の決定を行うものとする。  

(10)発進・到達方法の検討 

受注者は、決定したトンネル断面、地質条件、シールド機種を考慮したシール

ド機の発進・到達方法について、３案程度を対象に検討を行い、比較案を作成し、

特質を整理のうえ、到達・発進方法を決定するものとする  

(11)概略施工設備計画 

受注者は、協議資料作成について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(10)に準ずるものとする。  

(12)設計図 

受注者は、関連道路設計で決定した平面・縦断線形及び当該設計の検討結果に

基づき一般図(平面図、縦断図、主要断面図)を作成し、地質縦断図、地質柱状図、

平面・縦断線形の諸元、近接構造物・地下埋設物等の関連施設及びトンネルの主

要寸法を記入するものとする。  

(13)関係機関との協議資料作成 

第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ずるものとする。  

(14)概算工事費 

受注者は、比較案それぞれの対し第 111条設計業務の成果(5)に基づき、概算

工事費を算定するものとする。  

(15)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。  

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に換気方式、諸設備計画と断面形状及び地質条件、施工法と構造

の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件周辺施設

との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(16)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等)  

3） 換気方式選定の経緯 

4） 設計計算方法及び計算結果 

5） シールド機種選定の経緯 

6） シールド機発進・到達方法選定の経緯 

7） 概略施工計画 

8） 非常用施設計画 
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9） 設計図書に基づき実施した検討・設計 

10）詳細設計にあたっての調査及び留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(3) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(4) 地上施設等調査資料(道路、基礎含む建造物等)  

(5) 対象地域の環境基準値 

(6) 対象地域の都市計画図及び用途地域図 

(7) 交通量関連資料 

(8) 地下埋設物関連資料 

 

第  507 条 シールドトンネル詳細設計 

1． 業務目的 

シールドトンネル詳細設計は予備設計で決定されたトンネル構造について、設計

図書に示される条件、関連道路設計、トンネル設備予備設計及び地質調査資料等、

既存の関連資料を基に、トンネルの工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設

計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容 

シールドトンネル詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

なお、詳細設計は、シールドトンネル予備設計が実施されていることを前提と

しており、予備設計未実施のトンネルにおいては、設計図書に定める検討・設計

項目について第 506条シールドトンネル予備設計に準じた検討・設計を行い、詳

細設計を行うものとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準じるものとする。なお、現地調査以降の記述については省略するものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。  

(4) 基本事項の確認 

受注者は、詳細設計にあたり、予備設計の検討結果と、その後の調査及び検討

の結果を加味し、基本事項の確認を行うものとする。  

(5) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す事項に技術的検討を加えるものとす

る。 

1） 軟弱地盤等における耐震検討 

2） 地質・構造条件の変化部分等におけるトンネル縦断方向の構造検討 

3） 地盤沈下の影響の検討 

4） 将来の近接施工が当該トンネルに及ぼす影響の検討 

5） 危険物爆発時の影響検討 

6） 当該トンネルの施工が既設構造物に与える影響と対策の検討 

7） 小土被り区間の補助工法の検討 

(6) 覆工設計 
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受注者は、地山条件、トンネル断面、施工方法及び特殊事項の検討結果等を考

慮のうえ、工事の安全性、施工性及び経済性の観点から覆工の種類形状について

以下の設計を行うものとする。  

1） 一次覆工（セグメント）設計 

受注者は、予備設計で決定されたセグメントについて、その妥当性を確認す

るとともに、セグメント製作のためのシール溝、コーキング溝、注入孔及びエ

レクター用孔、及び継ぎ手等の構造細目を検討し、一次覆工の設計を行うもの

とする。 

2） 二次覆工設計 

受注者は、防水、防錆等を考慮のうえ、設定荷重条件下で十分な安全性が確

保できる二次覆工設計を行うものとする。また縦断方向の不同沈下に対する検

討を行い、安全性が確保できる設計を行うものとする。 

(7) 防水工設計 

受注者は、防水工設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の(7)

に準ずるものとする。  

(8) 排水工設計 

受注者は、予備設計で決定された排水工の形状・設置位置を基に、排水系統図

を作成するとともに、排水施設の断面寸法等の設計を行うものとする。  

(9) 床版工詳細設計 

受注者は、交通荷重、設備荷重等を対象に、シールド内の床版工の設計を行う

ものとする。  

(10)舗装工設計 

受注者は、舗装工設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の(9)

に準ずるものとする。  

(11)非常用施設設計 

受注者は、非常用施設設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の

(10)に準ずるものとする。  

(12)内装設備設計 

受注者は、内装設備設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の

(11)に準ずるものとする。  

(13)発進・到達防護工設計 

受注者は、予備設計において決定した発進・到達方法を基に、立坑接続部の防

護工について設計計算を行い、断面形状・寸法を決定し、細部構造の設計を行う

ものとする。  

(14)仮設構造物設計 

受注者は、予備設計で選定されたシールド機を基に、シールド機受台、反力壁

及び作業床について、設計計算を行い、断面形状・寸法を決定し、監督員と協議

のうえ細部構造の設計を行うものとする。  

(15)設計図 

受注者は、関連道路設計及び当該設計で決定した事項に基づき、以下に示す設

計図を作成するものとする。 

1） トンネル位置図2） 全体一般図（平面図、縦断図、断面図） 平面、縦断線

形諸元、近接構造物等との位置関係、地質縦断図、地質柱状図、トンネルの主

要寸法を記入 

3） トンネル標準断面図、構造図 

4） セグメント構造詳細図 

5） 裏込め注入工図 

6） 防水工設計図 
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7） 排水工関係設計図 

8） 床版工構造図 

9） 非常用施設配置図及び箱抜き詳細図 

10）発進・到達防護工詳細図 

(16)施工計画 

受注者は、下記に示す事項に関する検討結果を取りまとめて記載した施工計画

書を作成するとともに、必要に応じて参考図を作成するものとする。 

1） トンネルの施工方法、施工順序及び施工機械 

2） 掘削土砂搬出計画 

3） 概略工事工程計画 

4） 施工ヤード計画 

5） 工事中の交通処理計画 

6） 工事中の計測計画 

7） 施工にあたっての留意事項 

(17)仮設備計画 

受注者は、トンネル施工に伴う仮設備について、必要に応じて、下記に示す項

目の検討を行うとともに、参考図を作成するものとする。 

1） 換気設備(換気容量の算定及び設備計画) 

2） 仮排水設備(計画立案) 

3） 裏込め注入設備(計画立案) 

4） 掘削土砂処理設備(計画立案) 

5） 材料搬出入設備(計画立案) 

6） 給水設備(容量算定) 

7） 工事用電力設備(容量算定及び設備計画) 

8） 汚濁水処理設備(容量算定) 

9） ストックヤード(計画立案) 

10）工事用道路計画(概略検討) 

11）安全対策(計画立案) 

12）環境対策等(計画立案) 

(18)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(19)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(20)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下

記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質

条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

 2） 一般図を基に換気方式、諸設備計画と断面形状及び地質条件、施工法と構

造の整合が適切にとれているかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周

辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設備と

施工法の確認を行い、その妥当性についても照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

防水工等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。 

82



(21)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要を作成するものとする。  

 1） 設計条件 

 2） トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等)  

 3） 設計計算方法及び計算結果 

 4） 排水工、防水工、舗装工等 

 5） 非常用施設計画 

 6） 施工法概要 

 7） 発進・到達方法 

 8） 施工計画及び仮設備計画 

 9） 施工中の計測計画 

 10）工事実施にあたっての留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) 道路詳細設計報告書及び設計図面 

(3) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(4) シールドトンネル予備設計報告書及び設計図面 

(5) 立坑予備設計報告書及び設計図面 

(6) トンネル設備予備設計報告書及び設計図面 

(7) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(8) 地上施設等調査資料(道路、基礎含む建造物)  

(9) 立坑周辺の実測地形平面図(縮尺1/200～1/500)  

(10)対象地域の環境基準値 

(11)対象地域の都市計画図及び用途地域図 

(12)地下埋設物関連資料 

 

第  508 条 立坑予備設計 

1． 業務目的 

立坑予備設計は、シールドトンネル予備設計及び地質調査等関連資料を基に、シ

ールドトンネル用立坑について、基本的な断面、換気方式及び施工法を決定すると

ともに詳細設計にあたり、必要な調査及び留意事項を抽出することを目的とする。  

2． 業務内容 

立坑予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準ずるものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計図書に示された計画位置・範囲、地質条件シールドトンネルの

規模等、検討・設計上の基本的条件について確認を行うものとする。 

(4) 基本事項の検討 

受注者は、立坑の設計にあたり・下記に示す事項について技術的検討を加える

ものとする。 
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1） 内空断面(シールドトンネル断面条件、立坑の目的、シールド機の規模等) 

    2） 立坑構造型式 

    3） 地質条件 

    4） 荷重条件及び設計計算方法 

    5） 昇降設備等立坑内付帯設備 

  (5) 特殊事項の検討 

受注者は、特殊事項の検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(6)に準ずるものとする。  

(6) 設計計算 

受注者は、基本事項の検討結果を基に、概略設計計算及び概略断面検討を行い、

立坑の断面形状・寸法を決定するものとする。 受注者は、設計図書に基づき、

立坑の耐震検討を行うものとする。  

(7) 諸設備検討 

受注者は、設計図書に基づき、昇降、換気、照明、非常用施設等、立坑内諸設

備計画及び受配電設備計画について概略検討を行うものとする。  

(8) 仮設工及び施工法の検討 

受注者は、計画位置の地形、地質、環境条件を考慮した、土留め壁等仮設工の

種類、施工法について、３案程度を対象に概略比較検討を行い、特質を整理のう

え、仮設工及び施工法の決定を行うものとする。なお、比較検討における土留め

壁等、仮設構造物の断面寸法は、工事実績等既往の資料によるものとするが、用

地の制約条件が厳しいところでは等では、設計図書に基づき,概略の計算を行い

求めるものとする。  

(9) 概略施工設備計画 

受注者は、立坑規模、施工法、地形及び環境条件を考慮した施工設備及び施工

ヤードについて概略検討を行うものとする。  

(10)設計図 

受注者は、検討結果に基づき立坑の一般図(平面図、断面図)を作成しシールド

トンネル本体との関係、地下埋設物、重要近接構造物、立坑主要寸法及び地質柱

状図を記入するとともに、土留め壁等仮設構造物の概略設計図を作成するものと

する。  

(11)立坑上部建屋の検討 

受注者は、設計図書に基づき、換気塔等立坑上部の建屋について概略検討を行

うものとする。  

(12)景観検討 

受注者は、設計図書に基づき、立坑上部の建屋の概略景観検討を行うものとす

る。  

(13)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(14)概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、概

算工事費を算定するものとする。  

(15)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 506条シールド

トンネル予備設計第 2項の(15)に準ずるものとする。  

(16)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成
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するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 立坑内空寸法諸元 

3） 立坑構造型式選定の経緯 

4） 設計計算方法及び計算結果 

5） 概略施工計画 

6） 設計図書に基づき実施した検討・設計 

7） 詳細設計にあたっての必要調査及び留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) シールドトンネル予備設計報告書及び設計図面 

(3) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(4) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(5) 地上施設等調査資料(道路、基礎含む建造物等)  

(6) 対象地域の環境基準値 

(7) 対象地域の都市計画図及び用途地域図 

(8) 地下埋設物関連資料 

 

第  509 条 立坑詳細設計 

1． 業務目的 

立坑詳細設計は、立坑予備設計で決定された立坑構造について、設計図書に示さ

れる条件、地質調査等既存の関連資料を基に、シールドトンネル用立坑の工事に必

要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成

することを目的とする。  

2． 業務内容 

立坑詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。なお、詳細設計は、立坑予備設

計が実施されていることを前提としており、予備設計未実施の立坑においては、設

計図書に定める検討・設計について第 508条立杭予備設計に準じた検討・設計を行

い、詳細設計を行うものとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準じるものとする。なお、現地調査以降の記述については省略するものとする。  

(3) 設計条件の確認受注者は、設計条件の確認について、第 508条立坑予備設計第 

2項の(3)に準ずるものとする。  

(4) 基本事項の確認 

受注者は、基本事項の確認について、第 507条シールドトンネル詳細設計第2

項の(4)に準ずるものとする。  

(5) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す事項について技術的検討を加えるも

のとする。 

1） 軟弱地盤等における耐震検討 

2） 地盤沈下の影響の検討 

3） 将来の近接施工が当該立坑に及ぼす影響の検討 
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4） 当該立坑施工が既設構造物に与える影響と対策の検討 

(6) 立坑本体設計 

受注者は、予備設計で決定した主構造の断面形状を基に、細部構造の検討を行

うとともに、特殊事項も考慮した荷重条件を設定し下記段階を対象として設計計

算を行い立坑本体の設計を行うものとする。  

1） 施工段階 

2） 完成時 

(7) 防水工設計 

受注者は、立坑内への漏水を防ぐための防水工の設計を行うものとする。 

(8) 排水工設計 

受注者は、排水工設計について、第 507条シールドトンネル詳細設計第 2項の

(8)に準ずるものとする。  

(9) 舗装工設計 

受注者は、舗装工設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の(9)

に準ずるものとする。  

(10)非常用施設設計 

受注者は、非常用施設設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の

(10)に準ずるものとする。  

(11)内装設備設計 

受注者は、内装設備設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の

(11)に準ずるものとする。  

(12)仮設構造物設計 

受注者は、下記に示す仮設構造物の設計を行うものとする。 

1） 土留め工設計 

受注者は、予備設計で選定された土留め型式を対象に、地形地質、周辺の建

物・用地及び地下埋設物を考慮して必要箇所を選定し、設計計算を行い、主断

面及び構造細部の寸法を決定し、監督員と協議のうえ土留め壁を設計するもの

とする。 

  2） 路面等覆工設計 

受注者は、立坑箇所の地表状況(交通状況、環境状況等)を考慮のうえ、施工

時の施工性、安全性、経済性に配慮した３案程度の覆工を選定し比較検討を行

い、特質を整理し、監督員と協議のうえ、覆工型式を決定するとともに、設計

計算を行い、構造細部の設計を行うものとする。 

(13)座標計算 

受注者は、貸与された道路線形計算書、平面及び縦断線形図に基づき、当該構

造物及び仮設構造物の必要箇所について座標計算を行い、平面座標及び縦断計画

高を求めるものとする。  

(14)設計図 

受注者は、設計図について、第 413条シールド共同溝立坑詳細設計第 2項の

(11)に準ずるものとする。  

(15)施工計画 

受注者は、施工計画について、第 413条シールド共同溝立坑詳細設計第 2項の

(12)に準ずるものとする。  

(16)仮設備計画 

受注者は、立坑施工に伴う仮設備について、必要に応じて、下記に示す事項の

検討及び計画を行うとともに、参考図を作成するものとする。 

1） 工事中の換気設備(換気容量の算定及び設備計画) 

2） 工事中の仮排水設備(計画立案) 
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3） 工事用電力設備(容量の算定及び設備計画) 

4） 給水設備(容量算定)  

5） 汚濁水処理設備(計画立案)  

6） 掘削土砂処理設備(計画立案)  

7） 資材搬出入設備 

8） 型枠支保工(一般図)  

9） ストックヤード(計画立案)  

10）工事用道路計画(概略検討) 

11）安全対策(計画立案) 

12）環境対策(計画立案) 

(17)立坑上部建屋の検討 

受注者は、設計図書に基づき、換気塔等立坑上部の建屋について検討を行う  

ものとする。  

(18)景観検討 

受注者は、設計図書に基づき、立坑上部の建屋の景観検討を行うものとする。  

(19)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(20)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(21)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 507条シールド

トンネル詳細設計第 2項の(20)に準ずるものとする。  

(22)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 立坑寸法諸元表 

3） 設計計算方法及び計算結果 

4） 施工法概要 

5） 仮設構造物諸元表 

6） 仮設構造物設計計算方法及び計算結果 

7） 施工計画及び仮設備計画 

8） 工事実施にあたっての留意事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図書  

(2) 道路詳細設計報告書及び設計図面  

(3) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面  

(4) 立抗予備設計報告書及び設計計算  

(5) シールドトンネル予備設計報告書及び設計図面  

(6) トンネル設備予備設計報告書及び設計図面  

(7) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(8) 地上施設等調査資料(道路、基礎含む建造物)  

(9) 対象地域の環境基準値  
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(10)対象地域の都市計画図及び用途地域図  

(11)地下埋設物関連資料  

(12)交通関連資料  

 

第４節 開削トンネル設計 

第  510 条 開削トンネル設計の区分 

1． 開削トンネル設計は次の区分により行うものとする。 

(1) 開削トンネル予備設計 

(2) 開削トンネル詳細設計 

 

第  511 条 開削トンネル予備設計 

1． 業務目的 

開削トンネル予備設計は、地質調査資料及び道路予備設計等、既存の関連資料を

基に、トンネルの基本的な断面、坑口位置、換気方式、施工法及び用地幅を決定す

るとともに、詳細設計にあたり必要な調査及び留意事項を抽出することを目的とす

る。  

2． 業務内容開削トンネル予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準ずるものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。  

(4) 基本事項の検討 

受注者は、開削トンネルの設計にあたり、交通運用面配慮した上で、下記に示

す事項について技術的検討を加えるものとする。 

1） 内空断面(幅員構成、建築限界、換気等諸設備条件) 

2） 地質条件 

3） 近接構造物との関連 

4） 荷重条件及び設計計算方法 

5） 排水工等トンネル内付帯設備 

6） 現況道路状況、交通状況及び沿道状況 

(5) 換気検討 

受注者は、換気検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(5)に

準ずるものとする。  

(6) 特殊事項の検討 

受注者は、特殊事項の検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(6)に準ずるものとする。  

(7) 設計計算 

受注者は、トンネルの主要断面について、基本事項の検討結果を基に、概略設

計計算及び概略断面検討を行い、トンネルの断面形状・寸法の決定を行うものと

する。また、設計図書に基づき、トンネルの耐震検討や縦断方向の構造検討を行

うものとする。  
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(8) 基礎工の検討 

受注者は、設計図書に基づき、対象地盤の特性、安定性、施工性、経済性を考

慮した基礎工３案を選定し、各案について概略構造計算を行い、比較検討のうえ

基礎工の種類及び規模を決定するものとする。  

(9) 諸設備検討 

受注者は、諸設備検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(9)

に準ずるものとする。  

(10)仮設工及び施工法の検討 

受注者は、第 508条立坑予備設計第 2項の(8)に示される検討に加え、以下の

検討を行うものとする。また、施工時に交通支障があると判断される場合、概略

工事工程を立案し、基本的な交通処理計画を検討するとともに、施工計画書を作

成するものとする。  

(11)概略施工設備計画 

受注者は、概略施工設備計画について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項

の(10)に準ずるものとする。  

(12)設計図 

受注者は、第 506条シールドトンネル予備設計第 2項の(12)に示される設計図

に加え、交通処理基本計画図、仮設標準断面図を作成するものとする。  

(13)換気塔の検討 

受注者は、設計図書に基づき、換気塔の位置及び規模の概略検討を行うものと

する。  

(14)景観検討 

受注者は、景観検討について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(12)に

準ずるものとする。  

(15)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準  

ずるものとする。  

(16)概算工事費 

受注者は、比較案それぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、概

算工事費を算定するものとする。 

(17)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 506条シールド

トンネル予備設計第 2項の(15)に準ずるものとする。  

(18)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、標準断面等)  

3） 換気方式選定の経緯 

4） 当該構造物型式選定の経緯 

5） 設計計算方法及び計算結果 

6） 概略施工計画 

7） 非常用施設計画 

8） 設計図書に基づき実施した検討・設計 

9） 詳細設計にあたっての必要な調査及び留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  
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(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(3) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(4) 地上施設等調査資料(道路、基礎含む建造物等)  

(5) 交通量関連資料 

(6) 地下埋設物関連資料 

 

第  512 条 開削トンネル詳細設計 

1． 業務目的 

開削トンネル詳細設計は、予備設計で決定されたトンネル構造について設計図書

に示される条件、関連道路設計、トンネル設備予備設計、地質調査資料等既存の関

連資料を基に、トンネルの工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工

事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容 

開削トンネル詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。なお、詳細設計は、開

削トンネル予備設計が実施されていることを前提としており、予備設計未実施のト

ンネルにおいては、設計図書に定める検討・設計項目について第 511条開削トンネ

ル予備設計に準じた検討・設計を行い、詳細設計を行うものとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の(2)に

準ずものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。  

(4) 基本事項の確認 

受注者は、基本事項の確認について、第 507条シールドトンネル詳細設計第 2

項の (4)に準ずる他、予備設計報告書9)詳細設計にあたって調査及び留意事項

によるものとする。  

(5) 特殊事項の検討 

受注者は、設計図書に基づき、下記に示す事項に技術的検討を加えるものとす

る。 

1） 軟弱地盤等における耐震検討 

2） 地質・構造条件の変化部分等におけるトンネル縦断方向の構造検討 

3） 地盤沈下の影響の検討 

4） 将来の近接施工が当該トンネルに及ぼす影響の検討 

5） 当該トンネルの施工が既設構造物に与える影響と対策の検討 

(6) 本体工設計 

受注者は、予備設計で決定した主構造の断面形状・寸法を基に、細部構造の検

討を行うとともに、特殊事項も考慮した荷重条件を設定し、設計計算を行い、開

削トンネル本体工を設計するものとする。  

(7) 基礎工設計 

受注者は、設計図書に基づき、予備設計で決定した基礎工に対し、設計計算を

行い、基礎工の形状・寸法及び規模を決定し、基礎工の設計をするものとする。  

(8) 防水工設計 
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受注者は、トンネル内への漏水を防ぐための防水工の設計を行うものとする。  

(9) 排水工設計 

受注者は、排水工設計について、第 507条シールドトンネル詳細設計第 2項の

(8)に準ずるものとする。  

(10)舗装工設計 

受注者は、舗装工設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の(9)

に準ずるものとする。  

(11)非常用施設設計 

受注者は、非常用施設設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の

(10)に準ずるものとする。  

(12)内装設備設計 

受注者は、内装設備設計について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の

(11)に準ずるものとする。  

(13)仮設構造物設計受注者は、仮設構造物設計について、第 509条立坑詳細設計第 

2項の(12)に準ずるものとする。  

(14)交通処理計画 

受注者は、設計図書に基づき、交通処理計画を行うとともに、施工段階毎の交

通処理計画図を作成するものとする。  

(15)座標計算 

受注者は、座標計算について、第 413条シールド共同溝立坑詳細設計第 2項の

(10)に準ずるものとする。  

(16)設計図 

受注者は、当該設計の検討結果に基づき、以下に示す設計図を作成するものと

する。 

1） 位置図 

2） 一般図(平面図、縦断図、断面図) 平面・縦断線形諸元、近接構造物、土質

縦断図、土質柱状図、トンネルの主要寸法 

3） トンネル標準断面図 

4） 構造一般図、配筋図 

5） 継手詳細図 

6） 防水工設計図 

7） 排水工設計図 

8） 非常用施設配置図及び箱抜き詳細図 

9） 仮設構造物一般図及び詳細図 

(17)施工計画 

受注者は、下記に示す事項に関する検討結果を取りまとめ記載した施工計画書

を作成するとともに、必要に応じて参考図を作成するものとする。 

1） トンネルの施工方法、施工順序及び施工機械 

2） 掘削土砂搬出計画 

3） 概略工事工程計画 

4） 施工ヤード計画 

5） 工事中の交通処理計画 

6） 工事中の計測計画 

7） 施工にあたっての留意事項 

(18)仮設備計画 

受注者は、トンネル施工に伴う仮設備について、必要に応じ下記に示す事項の

検討を行うとともに、参考図を作成するものとする。 

1） 仮排水設備(計画立案) 
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2） 掘削土砂処理設備(計画立案) 

3） 資材搬出入設備(計画立案) 

4） 工事用電力設備(容量の算定及び設備計画) 

5） 汚濁水処理設備(容量算定)  

6） ストックヤード(計画立案)  

7） 工事用道路計画(概略検討)  

8） 安全対策(計画立案)  

9） 環境対策(計画立案)  

(19)景観検討 

受注者は、景観検討について、第 504条山岳トンネル詳細設計第 2項の(16)に

準ずるものとする。  

(20)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(21)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(22)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査

を行い、管理技術者に提出するものとする。なお、照査項目は第 507条シールド

トンネル詳細設計第 2項の(20)に準ずるものとする。  

(23)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 道路・鉄道との交差、河川の横過条件等のコントロールポイント 

3） トンネル諸元表(位置、平面線形、縦断線形、内空断面、標準断面)  

4） 設計計算方法及び計算結果 

5） 排水工、防水工、舗装工等 

6） 非常用施設計画 

7） 施工法概要 

8） 仮設構造物諸元表 

9） 仮設構造物計算方法及び計算結果 

10）施工計画及び仮設備計画 

11）工事実施にあたっての留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) 道路詳細設計報告書及び設計図面 

(3) 地質調査報告書及び地質断面図等の関連図面 

(4) 開削トンネル予備設計報告書及び設計図面 

(5) トンネル設備予備設計報告書及び設計図面 

(6) 地形測量図(平面図、縦断図、横断図)  

(7) 地上施設等調査資料(道路、基礎含む建造物)  

(8) 対象地域の環境基準値 

(9) 対象地域の都市計画図及び用途地域図 

(10)地下埋設物資料 

(11)交通関連資料 

92



 

 

第５節 トンネル設備設計 

第  513 条 トンネル設備設計の区分 

1． トンネル設備設計は、次の区分により行うものとする。 

(1) トンネル設備予備設計 

(2) トンネル設備詳細設計 

 

第  514 条 トンネル設備予備設計. 

1． 業務目的 

トンネル設備予備設計は、関連道路設計、トンネル予備設計及び既存の関連資料

を基に、換気設備、非常用設備、受配電設備の容量規模の算出とそれに基づく換気

所、電気室、ポンプ室の位置・規模等の検討を行い、トンネルの基本的構造決定の

資料を作成するとともに、設備詳細設計にあたり必要となる調査及び留意事項を抽

出することを目的とする。なお、設計図書に指示のある場合は、管理体制について

も検討する。  

2． 業務内容 

トンネル設備予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準ずるものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。  

(4) トンネル換気設備設計 

受注者は、トンネル予備設計で選定された換気方式を基に以下に示す項目につ

いて検討するものとする。 

1） 換気風量計算 

設計図書に指示のある場合は、発注者の提示する交通条件に基づき、換気基

準により当該トンネルの風量計算を行うものとする。 

2） 換気機の仕様検討 

受注者は、換気方式に適合した換気機の仕様について、型式、必要台数と風

量、全風圧、口径及び所要動力の算定等を行い、結果を整理のうえ、換気機の

仕様を決定するものとする。 

3） 補助機器の選定及び換気所等規模の検討 

受注者は、換気機仕様を考慮した、ダンパー、電動機、設備搬入・搬出装置

等の選定を行い、換気所、電気室の概略規模の算定を行うものとする。また、

設計図書に指示のある場合は、集じん処理装置、消音装置を含めるものとする。 

4） ダクト計画、その他 

受注者は、決定した換気所、電気室の概略規模に基づき、換気機からトンネ

ル内部に至る換気ダクトの計画を行うとともに、電源設備から換気機までの配

電計画を行い、その内容をとりまとめ、基本的な計画案を作成するものとする。 

(5) 環境関係設備設計 
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受注者は、以下に示す項目について検討するものとする。 

1） 集じん処理装置設計 

受注者は、設計図書に示される条件を基に、集じん機室内に設置する集じん

処理装置について、集じん処理量、処理方式及び据付方法等の基本的事項に、

技術的、経済的及び維持・管理の難易度の点での検討を加え、結果を整理のう

え、集じん処理装置の基本計画を作成するものとする。 

  2） 消音装置設計 

  受注者は、設計図書に示される条件を基に、トンネル坑口または換気所に設

置する消音装置について、装置の種類、仕様及び据付方法等の基本的事項に、

技術的、経済的及び維持・管理の難易度の点での検討を加え、結果を整理のう

え、消音装置の基本計画を作成するものとする。 

(6) トンネル非常用設備設計 

受注者は、設計図書に示されたトンネル延長及び交通量を基に、トンネル等級

を決定し、等級毎に指定される設備について、維持・管理、運用面を考慮した配

置計画及び設備規模の検討を行い、設備規模の決定、配置計画を行うものとする。  

(7) 排水設備設計 

受注者は、設計図書に基づき、トンネル内の排水について、排水量の算定を行

い、排水管、排水槽容量、ポンプ設備の配置計画及び電気設備容量の検討を行い、

結果を整理のうえ、排水設備の規模の決定を行うものとする。  

(8) 受配電・自家発電設備設計 

受注者は、トンネル周辺及びトンネル内に設置される諸設備に電源供給するた

めの受配電・自家・発電設備について、諸設備の必要電力を考慮した受電容量と

電圧及び自家発電機容量の基本方針をとりまとめ、受変電室発電機室の規模を検

討のうえ、設備方式、規模の決定を行うものとする。  

(9) 設計図 

受注者は、決定した設備仕様に関し、必要に応じて設備概要図、概略系統図、

配置計画図、箱抜寸法図等を作成するものとする。  

(10)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(11)概算工事費 

受注者は、第 111条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するもの

とする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、環境

条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に換気設備、非常用設備、排水設備、電力設備の整合が適切にと

れているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計仕様、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 
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2） 設備方式等の選定経緯 

3） 設備容量・規模及び機器概略仕様 

4） 換気所、電気室、ポンプ室等配置計画 

5） 概略システム系統、配線・配管系統 

6） 機器配置計画 

7） 先行土木工事で対応すべき事項 

8） 詳細設計にあたっての必要な調査及び留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路予備設計報告書及び設計図面 

(2) トンネル予備設計報告書及び設計図面 

(3) 地形平面図(縮尺1/1,OOO)  

(4) 坑門工周辺の実測地形平面図(縮尺1/100～1/500)  

 

第  515 条 トンネル設備詳細設計 

1． 業務目的 

トンネル設備詳細設計は、予備設計で決定された設備の計画について、設計図書

に示される条件、トンネル詳細設計及び関連機関との協議結果等に基づき、トンネ

ル設備の工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図

面・報告書を作成することを目的とする。  

2． 業務内容トンネル設備詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。 

なお、詳細設計は、トンネル設備予備設計が実施されていることを前提としてお

り、予備設計未実施の設備設計においては、設計図書に定める検討・設計項目につ

いて第 514条トンネル設備予備設計に準じた検討・設計を行い、詳細設計を行うも

のとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第2 項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の(2)に

準じるものとする。なお、現地調査以降の記述については省略するものとする。 

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 503条山岳トンネル予備設計第 2項の

(3)に準ずるものとする。 

(4) トンネル換気設備設計 

受注者は、設計図書に示された条件、トンネル予備設計で決定された条件、換

気方式を基に、以下に示す事項の検討・設計を行うものとする。 

1） ジェットファン設備設計 

受注者は、ジェットファンのみによる縦流換気方式で所定の換気が可能なト

ンネルについて、算定された所要換気量に、渋滞時、火災時における検討及び

歩行者への影響度を加味して、対象となるジェットファンの口径毎の必要台数、

設備動力、制御方式及び維持管理面での経済性の比較検討を行い、結果を整理

のうえ、ジェットファンの仕様の決定と配置計画、機器の取付方法、段階建設

の設計を行うものとする。 

2） 換気システム設計 

受注者は、トンネル予備設計において選定された立抗集中排気、集じん機方

式等換気方式を基に、渋滞時、火災時における検討及び歩行者への影響度を加

味して、所定の圧力計算を行い、換気区分、換気機設置台数を検討し、換気シ
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ステムを決定するものとする。 

3） 換気機・補助機器の設計 

受注者は、予備設計の検討結果を基に、換気機・補助機器について、土木計

画を加味した配置計画を行うとともに、使用材料を選定し、詳細な仕様を決定

するものとする。 

4） 制御方式の検討 

受注者は、換気機の運転方法及び制御方式について、制御段階、経済運転の

方法、換気機の起動方法及び他設備との整合性を検討のうえ、制御方式を決定

するものとする。 

5） 換気機据付の設計 

受注者は、換気機、補助機器の仕様に基づき、機器配置及び配線、配管、ピ

ット等、機器の基礎、搬出入装置の取付方法及びダクトとの取合わせに留意し

た据付図を作成するものとする。 

  6） その他 

  受注者は、火災時における排煙対策を検討するとともに、電源設備から換気

機までの配電計画、線渠材と電線ケーブルの選定、配線、配管図を作成するも

のとする。また、電線路の配電計画については電圧降下計算を行い、仕様を決

定し、設計するものとする。 

(5) 計測設備設計 

受注者は、設計図書に示された設計条件の基で、下記に示す装置路について、

装置の選定及び仕様、道路埋設又は側設置機器の配置及び設置方法、換気設備等

諸設備との受渡し及び取合わせ等を検討し、結果を整理のうえ、配管・配線図、

機器設置図及び据付図を作成するものとする。  

  1） 一酸化炭素検出装置 

  2） 煙霧透過率測定装置 

  3） 風向風速計 

  4） 車種選別計数装置 

(6) 環境関係設備設計 

受注者は、設計図書に示された設計条件に基づき、下記に示す項目について設

計を行うものとする。 

1） 集じん処理装置設計 

受注者は、設備予備設計において決定された計画を基に、集じん機室内にお

ける処理装置、補助機器の設置位置及び据付方法の検討を行い、各機器の合理

的な配置計画を行うものとする。 

2） 消音装置設計 

受注者は、設備予備設計で決定した基本計画を基に、消音機器の構造及び効

果、構造・材料の選定及び仕様について、技術的、経済的検討を加え、合理的

な配置計画を行うものとする。 

(7) トンネル非常用設備設計 

受注者は、設計図書に示された条件に基づいて、下記に示す項目について設計

するものとする。 

1） トンネル等級区分及び機器割付計画の確認 

受注者は、設備予備設計の決定事項を基に、土木工事の進捗状況を加味し、

配置計画の確認を行い、設備計画を決定するものとする。 

2） 通報・警報設備設計 

受注者は、通報・警報設備について、機器の選定及び仕様、伝送方式電線・

ケーブルの選定と仕様及び配置計画の検討を行い、合理的な通報・警報設備計

画を行うとともに、割付図、取付詳細図及び配線図を作成するものとする。 
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3)  消火・水噴霧設備設計 

受注者は、トンネル内に発生した火災の初期消火のための消火設備及び火災

発生時の火勢を抑制するとともに、火災の拡大を防ぐための水噴霧設備につい

て、配置計画を行い、それに基づく、管路系統と管径の計画及び流量計算結果

を整理のうえ、機器の選定と仕様、取付方法、配置図及び配線図の作成、配管

方式、管材料の選定を行い、合理的な消火・水噴霧設備設計を行うものとする。 

  4） 取水・配水設備設計 

受注者は、消火設備等に配水する配水管及びポンプ設備について、配管方

式・配管径の計画と、それに基づく流量計算、使用ポンプ類の選定と仕様につ

いて技術的、経済的及び維持管理上の検討を加え、管材料の選定とポンプ室配

置計画を行い、ポンプ類の取付図、配置図、配線図を作成するものとする。 

  5） 水槽及びポンプ据付の検討及び設計 

受注者は、トンネル内設備に給水する水源の貯水槽(主水槽)、加圧ポンプの

呼水用として使用する呼水槽及びポンプ室について、容量と規模、ポンプ据付

方法に技術的、経済的検討を加え、水槽、ポンプの選定と仕様の決定及び据付

の設計をするものとする。 

  6） 制御系統設計 

受注者は、各非常用設備の制御系統に関して、自動及び手動通報設備水噴霧

設備、ポンプの運転・停止等の制御、表示方法の検討並びに換気設備の遠制装

置等、その他の諸設備との受渡し及び取合わせ項目の検討を行い、合理的な制

御系統の設計を行うものとする。 

(8) 排水設備設計 

受注者は、設計図書に基づき、設備予備設計で決定された排水設備について、

配線、配管及び配電計画を行い、それに基づき排水設備設計を行うものとする。  

(9) 受配電設備、自家発電設備設計 

受注者は、設備予備設計で決定した受配電設備及び自家発電設備の方式、規模

を基に、下記に示す検討、設計を行うものとする。 

1） 受配電設備設計 

受注者は、設備予備設計の決定事項に、その後の検討で生じた設備の必要電

力量を加味し、受電容量・電圧を算定し、受電地点の選定、引込方法及び主回

路結線方式を検討のうえ、使用主機器の選定を行うとともに、受変電室規模に

ついてとりまとめるものとする。 

2） 自家発電設備設計 

受注者は、トンネル周辺及びトンネル内諸設備の運転状態を考慮した自家発

電方式及び容量の検討を行うとともに、必要に応じて、無停電電源装置の検討

を行い、使用機器を選定し、自家発電設備の設計を行うものとする。 

(10)照明設備設計 

受注者は、トンネル延長、道路線形、野外輝度、設計速度、交通量等を勘案の

うえトンネル内一般部(基本照明)、増灯部(緩和照明)及び坑口付近の道路照明用

灯具として３案を選定し、周辺への影響、経済性、輝度均斉度及び維持管理面で

の比較を行い、結果を整理のうえ、灯具及び機器の選定と仕様の決定を行うとと

もに、配線、取付方法及び配電図の作成、電線、ケーブルの選定と仕様の決定及

び電路図の作成、時刻・天候による制御が可能な自動点滅装置等のトンネル照明

設備設計を行うものとする。また、停電時のトンネル内部の危険防止のための非

常時照明についても設計するものとする。  

(11)遠方監視制御設備設計 

受注者は、設計図書に基づき、指定された設計条件の基に点在する諸設備の運

転状況及び状態変化を管理事務所等で監視、制御するための遠方監視制御設備と
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して、トンネル及び道路の各設備を対象に、監視・制御テレメータ項目・方式の

設定、伝送方式と伝送路、各種の機器使用、所内テレメータ及びデータ処理の方

法について技術的検討を行い、機器の決定、機器配置及び所要室内面積の算定を

行うものとする。  

(12)ITV 設備設計 

受注者は、設計図書に基づき、指定された設計条件の基に、トンネル内の監視、

道路交通流あるいは気象状況等の監視設備として、ITVカメラの配置、制御機器・

伝送機器の配置、各機器の仕様、制御装置、伝送方式、伝送路について、建築及

びその他関連諸設計との取合わせを考慮のうえ、技術的、経済的、維持管理上の

検討を行い、結果を整理のうえ、ITV設備の設計をするものとする。  

(13)トンネル再放送設備設計 

受注者は、設計図書に基づき、指定された設計条件の基に、トンネル内の通行

車両に対する、ラジオ放送の再送信及び事故・渋滞時等緊急時の放送を行うため

の設備として、受信空中線位置、伝送路、各種機器の仕様及び機器配置、誘導線

路についての検討を行い、トンネル再放送設備の設計を行うものとする。  

(14)設計図 

受注者は、当該設計の検討結果に基づき、設備系統図、配置図、割付図据付図、

外形寸法図等を作成するものとする。  

(15)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303 条道路概略設計第2 項の(6)に準ず

るものとする。  

(16)数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(17)工事設計図書作成 

受注者は、設計図書に基づき、工事区分に応じた、工事設計図書を作成するも

のとする。  

(18)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、環境

条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に換気設備、非常用設備、排水設備、電力設備、照明設備等諸設

備の整合が適切にとれているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計仕様、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(19)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） トンネル諸元表 

3） 各設備のシステム系統図、配線・配管系統図 

4） 設備容量・規模及び機器仕様一覧表 

5） 換気所、電気室、ポンプ室等の内部機器配置図及び機器取付図 

6） 設備工事実施にあたっての留意事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  
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(1) 道路詳細設計報告書及び設計図面 

(2) トンネル詳細設計報告書及び設計図面 

(3) トンネル設備予備設計報告書及び設計図面 

(4) 地形平面図(縮尺1/1,000)  

(5) 坑門工周辺の実測地形平面図(縮尺1/100～1/500)  

 

第６節 成果品 

第  516 条 成果品 

受注者は、表5.1～表5.10 に示す成果品を作成し、共通仕様書第117条成果品の

提出に従うものとする。  

 

表5.1 山岳トンネル予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目  成果品項目  縮尺  摘要  

山
岳
ト
ン
ネ
ル
予
備
設
計 

設 計 図  

位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

平面図  1:1000   

縦断図  V=1:200,H=1:1000 

または 

V=1:100,H=1:500  

 

地質平面･縦断図  V=1:200,H=1:1000 

または 

V=1:100,H=1:500  

着色  

トンネル標準断面図 1:50   

坑門工一般図  1:50～1:500   

その他参考図  適宜  

概算工事費  
数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報 告 書  

設計概要書  －  

検討書  －  

概略施工設備計画書 －  

その他参考資料等  －  
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表5.2 山岳トンネル詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目  成果品項目  縮尺  摘要  

山
岳
ト
ン
ネ
ル
詳
細
設
計 

設計図  位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

平面図  1:1000   

縦断図  V=1:200 H=1:1000  

または 

V=1:100 H=1:500  

 

地質平面･縦断図  V=1:200 H=1:1000  

または 

 V=1:100 H=1:500  

着色  

トンネル標準断面図  1:50   

支保工詳細図  適宜  

本体工補強鉄筋図  1:50～1:100   

坑門工一般図  1:50～1:500   

坑門工構造詳細図  適宜  

排水系統図  1:500 または1:1000   

排水工詳細図  適宜  

防水工等図  適宜  

舗装工詳細図  適宜  

非常用施設割付図  適宜  

非常用施設箱抜詳細図  適宜  

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報 告 書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

施工設備計画書  －  

工事中の計測計画書  －  

その他参考資料等  －  

 

 

表5.3 シールドトンネル予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

シ
ー
ル
ド
ト
ン
ネ
ル
予
備
設
計 

設 計 図  位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

全体一般図  1:2500   

標準断面図  適宜  

セグメント構造一般図  1:20   

その他参考図等  適宜  

概算工事費  数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報 告 書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

概略施工設備計画書  －  

その他参考資料等  －  
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表5.4 シールドトンネル詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

シ
ー
ル
ド
ト
ン
ネ
ル
詳
細
設
計 

設 計 図  位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

全体一般図  1:2500   

道路線形図  1:2500   

標準横断図  1:100   

地質･土質縦断図  V=1:200 H=1:1000 

 または 

 V=1:100 H=1:500  

着色  

標準断面図  適宜  

排水系統図  1:500 または1:1000   

セグメント配置図  適宜  

セグメント構造一般図  1:20   

セグメント配筋図  1:10   

二次覆工配筋図  1:50   

排水工詳細図  適宜  

舗装工詳細図  適宜  

構造物詳細図  適宜  

仮設工詳細図  適宜  

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報 告 書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

施工計画書  －  

その他参考資料等  －  

 

 

表5.5 立坑予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

立
坑
予
備
設
計 

設計図  位置図  1:25000  市販地図等  

全体一般図  1:200～1:500   

構造一般図  1:50～1:100   

仮設構造物一般図  適宜  

主鉄筋配筋図  1:50～1:100   

その他参考図等  適宜  

概算工事費  数量計算書  －  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

概略施工設備計画書  －  

その他参考資料等  －  
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表5.6 立坑詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

立
坑
詳
細
設
計 

設 計 図  位置図  1:25000  市販地図等  

全体一般図  1:200～1:500   

構造一般図  1:50～1:100   

構造詳細図  適宜  

仮設構造物一般図  適宜  

仮設構造物詳細図  適宜  

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報 告 書  設計概要書  －  

座標計算書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

施工計画書  －  

施工設備計画書  －  

その他参考資料等  －  

 

 

表5.7 開削トンネル予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

開
削
ト
ン
ネ
ル
予
備
設
計 

設 計 図  位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:200～1:500   

標準断面図  1:100   

仮設計画図  1:200～1:500   

交通処理基本計画図  適宜  

その他参考図等  適宜  

概算工事費  数量計算書  －  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

概略施工設備計画書  －  

その他参考資料等  －  

 

 

表5.8 開削トンネル詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

開
削
ト
ン
ネ
ル
詳
細
設
計 

設 計 図  位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:200～1:500   

線形図  1:2500   

トンネル標準断面図  1:100   

構造一般図  1:50～1:200   

構造詳細図  1:20～1:100   

仮設工一般図  1:50～1:500   

仮設工詳細図  適宜  

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報 告 書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

座標計算書  －  

施工設備計画書  －  

その他参考資料等  －  
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表5.9 トンネル設備予備設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

ト
ン
ネ
ル
設
備
予
備
設
計 

設 計 図  トンネル位置図  
1:25000～ 1:50000  

市販地図等  

システム系統図  適宜  

機器配置図 換気所･ポンプ

室 集じん室  

適宜  

坑口廻り 機器配置配線図  適宜  

機器割付図  適宜 非常用  

機器据付図  適宜  

配線系統図  適宜  

制御系統図  適宜  

単線結線図  適宜 受配電  

貯水槽計画図  適宜 非常用排水  

その他参考図等  適宜  

概算工事費  数量計算書  －  

概算工事費  －  

報 告 書  設計概要書  －  

検討書  －  

設計計算書  －  

その他参考資料等  －  

 

 

表5.10 トンネル設備詳細設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

ト
ン
ネ
ル
設
備
詳
細
設
計 

設 計 図  トンネル位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

システム系統図  適宜  

機器配置図 

換気所･ポンプ室  

集じん室  

適宜  

坑口廻り  

機器配置配線図  

適宜  

機器割付図  適宜 非常用  

機器据付図  適宜  

機器外形寸法図  適宜 換気  

機器組立断面図  適宜  

配線系統図  適宜  

機器配線図  適宜  

制御系統図  適宜  

盤類参考図  適宜  

単線結線図  適宜 受配電  

緩和照明曲線図  適宜 照明  

水噴霧枝管敷設図  適宜 非常用  

排水本管敷設図  適宜 非常用  

電線･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ敷設図  適宜  

貯水槽計画図  適宜 非常用排水  

その他参考図等  適宜  

数量計算  数量計算書  －  

報 告 書  設計概要書  －  

設計計算書  －  

検討書  －  

その他参考資料等  －  
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第６章 橋梁設計 

 

第１節 橋梁設計の種類 

第  601 条 橋梁設計の種類 

橋梁設計の種類は以下のとおりとする。 

(1) 橋梁設計 

(2) 橋梁拡幅設計 

(3) 橋梁補強設計 

 

第２節 橋梁設計  

橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えるに際して実施する橋梁の設計に適用す

る。  

第  602 条 橋梁設計の区分 

橋梁設計は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 橋梁予備設計 

(2) 橋梁詳細設計 

 

第  603 条 橋梁予備設計 

1． 業務目的 

橋梁予備設計は、設計図書、既存の関連資料を基に、上部工、下部工及び基礎工

について比較検討を行い、最適橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を決定することを

目的とする。  

2． 業務内容橋梁予備設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与

資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の

自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道路・

施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。

なお、現地調査（測量・地質調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を

明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計図書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本

条件を確認し、当該設計用に整理するものとする。  

(4) 橋梁形式比較案の選定 
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受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁

形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総

合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、

設計する比較案３案を選定するものとする。  

(5) 基本事項の検討 

受注者は、設計を実施する橋梁形式比較案に対して、下記に示す事項を標準と

して技術的検討を加えるものとする。 

1） 構造特性（安定性、耐震性、走行性） 

2） 施工性（施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤード） 

    3） 経済性 

    4） 維持管理（耐久性、管理の難易性） 

    5） 環境との整合（修景、騒音、振動、近接施工） 

  (6) 設計計算 

受注者は、上部工の設計計算については、主要点（主桁最大モーメント又は軸

力の生じる箇所）の概算応力計算及び概略断面検討を行い、支間割、主桁配置、

桁高、主構等の決定を行うものとする。下部工及び基礎工については、躯体及び

基礎工の形式規模を想定し、概算の応力計算及び安定計算を行うものとする。  

(7) 設計図 

受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、一般図（平面図、側面図、上下

部工・基礎工主要断面図）を作成し、鉄道、道路、河川との関連、建築限界及び

河川改修断面図等を記入するほか土質柱状図を記入するものとする。なお、構造

物の基本寸法の表示は、橋長、支間、桁間隔、下部工及び基礎工の主要寸法のみ

とする。  

(8) 景観検討 

受注者は、設計図書に基づき、橋梁形式の選定に必要な概略の景観検討を行う

ものとする。  

(9) 関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(10)概算工事費 

受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に

基づき概算工事費を算定するものとする。  

(11)橋梁形式比較一覧表の作成 

受注者は、橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ、橋梁形式比較一覧表を

作成するものとする。  

橋梁形式比較一覧表には一般図（側面図、上下部工及び基礎工断面図）を記入

するほか、(5)で実施した技術的特徴、課題を列記し、各橋梁形式比較案の評価

を行い、最適橋梁形式案を明示するものとする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地

質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合

が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との

近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 
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4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 橋梁形式比較案毎に当該構造物の規模及び形式の選定理由 

3） 道路、鉄道、河川の交差条件、コントロールポイント 

4） 主要部材の概略数量 

5） 概算工事費 

6） 主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法、くい本数等概略計算の主要結

果 

7） 橋梁形式比較一覧表 

8） 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

3． 貸与資料発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 道路概略設計報告書 

(2) 道路予備設計報告書 

(3) 地質調査報告書 

(4) 実測平面図（縮尺 1/200～1/500）  

(5) 実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200）  

(6) 周辺施設（既設、計画）に関する資料 

 

第  604 条 橋梁詳細設計 

1． 業務目的 

橋梁詳細設計は、予備設計で決定された橋梁形式について、設計図書、既存の関

連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、工事に必要な詳細構造を経済

的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とす

る。  

2． 業務内容 

橋梁詳細設計の業務内容は下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(2)に準ずるも

のとする。なお、現地調査以降の記述については、省略するものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(3)に準

ずるものとする。  

(4) 設計細部事項の検討 

受注者は、使用材料、地盤定数、支承条件、構造細目、付属物の形式など詳細

設計に当たり必要な設計の細部条件について技術的検討を加えたうえ、これを当

該設計用に整理するとともに適用基準との整合を図り確認を行うものとする。  

(5) 設計計算 

受注者は、詳細設計計算に当たり、橋梁予備設計で決定された橋梁形式の主要

構造寸法に基づき、現地への搬入条件及び架設条件を考慮し、下記に示す事項に

ついて詳細設計を行うものとする。なお、鋼橋の設計を行う場合は、疲労の検討

106



を行うものとする。  

1） 上部工については、橋体、床版、支承、高欄、伸縮装置、橋面排水装置、落

橋防止、その他付属物等 

2） 下部工及び基礎工については、梁、柱、フーチング、躯体及び基礎本体等 

(6) 設計図 

受注者は、橋梁位置図、一般図、線形図、構造詳細図、構造一般図、支承、高

欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設計図を作成するものとする。  

(7) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(8) 景観検討 

受注者は、設計図書に基づき、橋梁細部構造の決定に必要な景観検討を行うも

のとする。  

(9) 動的照査 

受注者は、設計図書に基づき、動的照査を行うものとする。  

(10)座標計算 

受注者は、発注者から貸与された道路線形計算書、平面及び縦断線形図等に基

づき、当該構造物の必要箇所（橋台、橋座、支承面、下部工、基礎工等）につい

て、線形計算を行い、平面座標及び縦断計画高を求めるものとする。  

(11)架設計画 

受注者は、上部工の架設計画について、現地の立地条件及び輸送・搬入条件等

を基に、詳細な架設計画を行うものとする。  

(12)仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、上部工施工時及び下部工施工時の仮設構造物の

設計を行うものとする。  

(13)仮橋設計 

受注者は、設計図書に基づき、仮橋の設計を行うものとする。  

(14)橋梁附属物等の設計 

受注者は、設計図書に基づき、道路標識、照明、添架物、遮音壁等の橋梁附属

物の設計を行うものとする。  

(15)施工計画 

受注者は、構造物の規模、道路・鉄道の交差条件、河川の渡河条件及び、計画

工程表、施工順序、施工方法、資材・部材の搬入計画、仮設備計画等、工事費積

算に当たって必要な計画を記載した施工計画書を作成するものとする。なお、施

工計画書には設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するもの

とする。  

(16)関係機関との協議資料作成 

受注者は、協議資料作成について、第 303条道路概略設計第 2項の(6)に準ず

るものとする。  

(17)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地

質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合

が適切に取れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との

近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

107



3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、架設工法と施工

法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。 

    4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。特に、上

部工、下部工及び付属物それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。 

(18)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 予備設計報告書に基づく橋梁形式決定の経緯 

3） 上部工の解析手法、構造各部の検討内容及び問題点、特に考慮した項目 

4） 道路、鉄道、河川の交差条件、コントロールポイント 

5） 上部工主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の主要結果 

6） 主要材料、工事数量の総括 

7） 施工段階での注意事項・検討事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 橋梁予備設計成果 

(2) 道路線形計算書 

(3) 実測平面図（縮尺 1/200～1/500）  

(4) 実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200）  

(5) 道路等詳細設計成果関連部分 

(6) 地質調査報告書 

(7) 周辺施設（既設、計画）に関する資料 

(8) 幅杭設計成果 

 

第３節 橋梁拡幅設計  

橋梁拡幅設計は、橋梁の車線増設、橋詰め改良、歩道増設及び路肩改良等既設橋梁

の拡幅設計に適用する。  

第  605 条 橋梁拡幅設計の区分 

橋梁拡幅設計は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 橋梁拡幅予備設計 

(2) 橋梁拡幅詳細設計 

 

第  606 条 橋梁拡幅予備設計 

1． 業務目的 

橋梁拡幅予備設計は、設計図書、既存の関連資料及び関連する基準等を基に、拡

幅の目的に沿った上部工、下部工及び基礎工について拡幅方法・拡幅形式（以下「拡

幅工法」と称する）の比較検討を行い、最適拡幅工法とその基本的な構造諸元を決

定することを目的とする。  

2． 業務内容 

橋梁拡幅予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計
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画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、設計対象地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び

貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質

等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道

路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとす

る。なお、現地調査（測量・地質調査等）を必要とする場合は、受注者はその理

由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(3)に準

ずるものとする。  

(4) 拡幅工法比較案の選定 

受注者は、拡幅構造としてふさわしい橋梁拡幅案数案について、構造特性、施

工性、経済性、維持管理、環境との整合及び現交通への影響など総合的な観点か

ら技術的特徴・課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比

較案を選定するものとする。  

(5) 基本事項の検討 

受注者は、設計を実施する拡幅工法比較案に対して、下記に示す事項を標準と

して技術的検討を加えるものとする。 

1） 構造特性（拡幅構造の安定性、走行性） 

2） 施工性（施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤード） 

    3） 経済性 

    4） 維持管理（耐久性、管理の難易性） 

    5） 環境との整合（修景、騒音、振動、近接施工） 

  (6) 復元設計 

受注者は、既設橋梁の竣工図書がない場合、設計図書に基づき、竣工時点の基

準に基づいた復元設計を行い、拡幅設計に関連する部材の断面を推定するものと

する。  

(7) 設計計算 

受注者は、拡幅工法比較案のそれぞれに対し、既設部・拡幅部の主要構造部材

の概算応力計算及び概略断面検討を行い、拡幅部材の決定を行うものとする。  

(8) 設計図 

受注者は、拡幅工法比較案のそれぞれに対し、拡幅部材の主要断面形状、拡幅

工法の判る一般図及び拡幅部材の基本構造図を作成するものとする。  

(9) 概算工事費 

受注者は、拡幅工法比較案のそれぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に

基づき概算工事費を算定するものとする。  

(10)拡幅工法比較一覧表の作成 

受注者は、拡幅工法比較案に関する検討結果をまとめ、拡幅工法一覧表を作成

するものとする。 拡幅工法一覧表には、拡幅に関する部材の主要断面形状を記

入するほか、(5)で実施した技術的特徴、課題を列記し、各比較案の評価を行い、

最適拡幅工法案を明示するものとする。  

(11)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地

質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 
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2） 一般図を基に新旧部の結合方法、桁配置、及び拡幅橋と既設橋の形式の整合

が適切に取れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との

近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(12)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 工法比較案毎に拡幅工法及びその工法の選定理由 

3） 復元設計を実施した場合、復元設計により推定した各部の断面 

4） 工法比較案毎の主要部材の断面寸法及び設計計算書の主要結果 

5） 主要材料の概略数量 

6） 概算工事費 

7） 拡幅工法比較一覧表 

8） 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 既設橋梁位置図 

(2) 既設橋梁の設計成果 

(3) 実測平面図（縮尺 1/200～1/500）  

(4) 実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200）  

(5) 道路拡幅設計報告書 

(6) 地質調査報告書 

(7) 周辺施設（既設、計画）に関する資料 

 

第  607 条 橋梁拡幅詳細設計 

1． 業務目的 

橋梁拡幅詳細設計は、予備設計で決定された拡幅工法について、設計図書、既存

の関連資料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、工事に必要な詳細構造を

経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的

とする。  

2． 業務内容 

橋梁拡幅詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(2)に準ずるも

のとする。なお、現地調査以降の記述については省略するものとする。  

(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計条件の確認について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(3)に準

ずるものとする。  

(4) 設計細部事項の検討 

受注者は、設計細部事項の検討について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(4)

に準ずるものとする。  
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(5) 設計計算 

受注者は、詳細設計計算に当たり、拡幅予備設計で決定された工法の主要構造

寸法に基づき、現地への搬入条件及び架設条件を考慮し、下記に示す事項につい

て詳細設計を行うとともに既設部の照査並びに補強設計を行うものとする。  

1） 上部工については、橋体、床版、支承、高欄、伸縮装置、橋面排水装置等 

2） 下部工及び基礎工については、梁、柱、フーチング、躯体及び杭本体等 

(6) 設計図 

受注者は、既設部・新設部を明示した橋梁位置図、一般図、線形図、構造詳細

図、構造一般図、支承、高欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設計図を作成するも

のとする。  

(7) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(8) 景観検討 

受注者は、景観検討について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(8)に準ずるも

のとする。  

(9) 座標計算 

受注者は、座標計算について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(10)に準ずるも

のとする。  

(10)架設計画 

受注者は、架設計画について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(11)に準ずるも

のとする。  

(11)仮設構造物設計受注者は、仮設構造物設計について、第 604条橋梁詳細設計第 

2項の(12)に準ずるものとする。  

(12)仮橋設計 

受注者は、仮橋設計について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(13)に準ずるも

のとする。  

(13)橋梁附属物等の設計 

受注者は、橋梁付属物等の設計について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(14)

に準ずるものとする。  

(14)施工計画 

受注者は、施工計画について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(15)に準ずるも

のとする。  

(15)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に既設橋につ

いては、健全度を把握するための情報が得られているかの確認を行う。 

  2） 一般図を基に新旧部の結合方法、桁配置及び拡幅橋と既設橋の形式の整合が

適切に取れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近

接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 

  3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、架設工法と施工

法の確認を行い、施工時の既設部材の応力についても照査を行う。 

  4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

結合部等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。特に、上部工、

下部工及び付属物それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。 

(16)報告書作成 
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受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計

概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 予備設計報告書に基づく拡幅工法決定の経緯 

3） 上部工の解析手法、構造各部の検討内容及び問題点、特に考慮した事項 

4） 道路、鉄道、河川の交差条件、コントロールポイント 

5） 主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の主要結果 

6） 主要材料、工事数量の総括 

7） 施工段階での注意事項・検討事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 既設橋梁位置図 

(2) 既設橋梁の設計成果 

(3) 橋梁拡幅予備設計成果 

(4) 道路線形計算書 

(5) 実測平面図（縮尺 1/200～1/500）  

(6) 実測縦横断面図（縮尺 1/100～1/200）  

(7) 道路拡幅設計報告書 

(8) 地質調査報告書 

(9) 周辺施設（既設、計画）に関する資料 

(10)橋梁拡幅予備設計等設計協議資料 

(11)幅杭設計成果 

 

第４節 橋梁補強設計  

橋梁補強設計は、耐荷力あるいは地震時安全性の復元または向上を図る補強設計に

適用する。なお、修復によって耐荷力あるいは地震時安全性の復元を図れる場合は、

ここには含まないものとする。  

第  608 条 橋梁補強設計の区分 

橋梁補強設計は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 橋梁補強予備設計 

(2) 橋梁補強詳細設計 

 

第  609 条 橋梁補強予備設計 

1． 業務目的 

橋梁補強予備設計は、設計図書、既存の関連資料及び関連する基準等を基に、補

強の目的に沿った上部工、下部工あるいは基礎工について補強工法の比較検討を行

い、最適補強工法とその基本的な構造諸元を決定することを目的とする。  

2． 業務内容橋梁補強予備設計の業務内容は、下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(2)に準ずるも

のとする。なお、現地調査以降の記述については、省略するものとする。  
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(3) 設計条件の確認 

受注者は、設計図書に示された橋梁構造、補強条件等設計施工上の基本的な条

件を確認し、当該設計用に整理するものとする。  

(4) 既設橋の照査 

受注者は、設計図書に基づき、概略断面検討あるいは概略安定検討により既設

橋の照査を行い、補強の目的に照らし合わせて着目する部材に補強が必要かどう

かを判断するものとする。  

(5) 補強工法比較案の選定 

受注者は、補強構造としてふさわしい橋梁補強案数案について、構造特性、施

工性、維持管理、環境との整合および現交通への影響など総合的な観点から技術

的特徴・課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案を

選定するものとする。  

(6) 基本事項の検討 

受注者は、設計を実施する補強工法比較案に対して、第 603条橋梁予備設計第 

2項の(5)に示す事項を標準として技術的検討を加えるものとする。  

(7) 復元設計 

受注者は、既設橋梁の竣工図書がない場合、設計図書に基づき、施工時点の基

準に基づいた復元設計を行い、補強設計に関連する部材の断面を推定するものと

する。  

(8) 設計計算 

受注者は、補強工法比較案のそれぞれに対し、補強部材の概算応力計算あるい

は概略断面検討を行い、補強規模の決定を行うものとする。  

(9) 設計図 

受注者は、補強工法比較案のそれぞれに対し、補強断面形状・補強工法の判る

一般図ならびに基本構造図を作成するものとする。  

(10)概算工事費 

受注者は、補強工法比較案のそれぞれに対し、第 111条設計業務の成果(5)に

基づき概算工事費を算定するものとする。  

(11)補強工法比較一覧表の作成 

受注者は、補強工法比較案に関する検討結果をまとめ、補強工法一覧表を作成

するものとする。補強工法一覧表には補強部材の主要部材断面形状を記入するほ

か、(6)で実施した技術的特徴・課題を列記し、各比較案の評価を行い、最適補

強工法案を明示するものとする。  

(12)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地

質条件については、設計の目的に対応した情報が得られて 

いるかの確認を行う。 

2） 一般図を基に補強工法が適切であるかの照査を行う。また、埋設物、支障物

件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行

う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(13)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計
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概要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 工法比較案毎の補強工法ならびにその工法の選定理由 

3） 復元設計を実施した場合、復元設計により推定した各部の断面 

4） 工法比較案毎の主要部材の断面寸法及び設計計算書の主要結果 

5） 主要材料の概略数量 

6） 概算工事費 

7） 補強工法比較一覧表 

8） 詳細設計に向けての必要な調査、検討事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 既設橋梁位置図 

(2) 既設橋梁の設計成果 

(3) 地質調査報告書 

(4) 周辺施設（既設、計画）に関する資料 

 

第  610 条 橋梁補強詳細設計 

1． 業務目的 

橋梁補強詳細設計は、予備設計で決定された補強工法について、設計図書、既存

の関連資料及び比較設計で検討された設計条件に基づき、工事に必要な詳細構造を

経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的

とする。  

2． 業務内容橋梁補強詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。  

(1) 設計計画 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、共通仕様書第112条委託業務計画書第 2項に示す事項について委託業務計

画書を作成し、監督員に提出するものとする。  

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 603条橋梁予備設計第 2項の(2)に準ずるも

のとする。なお、現地調査以降の記述については、省略するものとする。  

(3) 設計条件の確認受注者は、設計条件の確認について、第 603条橋梁予備設計第 

2項の(3)に準ずるものとする。  

(4) 設計細部事項の検討 

受注者は、設計細部事項の検討について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(4)

に準ずるものとする。  

(5) 設計計算 

受注者は、詳細設計計算に当たり、補強予備設計で選定された工法の主要構造

寸法に基づき、現地への搬入条件を考慮し、既設部材の応力照査もしくは安定照

査ならびに下記に示す事項について詳細設計を行うものとする。  

  1） 補強部材 

  2） 補強に伴い取替えが生じる附属物 

(6) 設計図 

受注者は、橋梁位置図、既設部・補強部を明示した一般図、線形図、構造一般

図および補強詳細設計図を作成するものとする。  

(7) 数量計算 

受注者は、第 111条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書

を作成するものとする。  

(8) 座標計算 
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受注者は、座標計算について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(10)に準ずるも

のとする。  

(9) 架設計画 

受注者は、架設計画について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(11)に準ずるも

のとする。  

(10)仮設構造物設計 

受注者は、仮設構造物設計について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(12)に準

ずるものとする。  

(11)仮橋設計 

受注者は、仮橋設計について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(13)に準ずる  

ものとする。  

(12)橋梁附属物等の設計 

受注者は、橋梁付属物等の設計について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(14)

に準ずるものとする。  

(13)施工計画 

受注者は、施工計画について、第 604条橋梁詳細設計第 2項の(15)に準ずるも

のとする。  

(14)照査 

照査技術者は、共通仕様書第108条照査技術者及び照査の実施に基づき、下記

に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出するものとする。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているか

の確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地

質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 一般図を基に既設部と補強部の整合が適切に取れているかの照査を行う。ま

た、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映され

ているかの照査を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。また、架設工法と施工

法の確認を行い、施工時の既設部材の応力についても照査を行う。 

4） 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。特に、上

部工、下部工及び付属物それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。 

(15)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 111条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、下記の事項について解説し取りまとめて記載した設計概

要書を作成するものとする。  

1） 設計条件 

2） 補強工法選定理由（構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境の要件の解

説） 

3） 上部工の解析手法、構造各部の検討内容及び問題点、特に考慮した項目 

4） 主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の主要結果 

5） 主要材料、工事数量の総括 6） 施工段階での注意事項・検討事項 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。  

(1) 既設橋梁位置図 

(2) 既設橋梁の設計成果 

(3) 橋梁補強予備設計成果 

(4) 道路線形計算書 

(5) 実測平面図 
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(6) 地質調査報告書 

(7) 周辺施設（既設、計画）に関する資料 

(8) 橋梁補強予備設計等設計協議書 

 

第５節 成果品 

第  611 条 成果品 

受注者は、表6.1～表6.3 に示す成果品を作成し、共通仕様書第117条成果物の提

出に従うものとする。 

 

表6.1 橋梁設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

橋
梁
予
備
設
計 

設計図  橋梁位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500   

比較一覧表  －  

概算工事

費  

数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  － 比較検討書等  

概略設計計算書  － 応力及び安定計算  

その他参考資料等  －  

橋
梁
詳
細
設
計 

設計図  橋梁位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500  橋種・設計条件・地質図  

ボーリング位置等を記入  

線形図  適宜 平面・縦断・座標  

構造一般図  1:50～1:500   

上部工構造詳細図  1:20～1:100  主桁・横桁・対傾構・主構・床組・

床版・支承・伸縮装置・排水装置・

高欄防護柵・遮音壁・検査路等・製

作ｷｬﾝﾊﾞｰ図・PC鋼材緊張順序等施工

要領  

下部工構造詳細図  1:20～1:100  橋台・橋脚等  

基礎工構造詳細図  1:20～1:100  杭・ｳｨﾙ・ｹｰｿﾝ等  

仮設工詳細図  適宜 仮締切・土留・仮橋等  

数量計算  数量計算書  － 材料表・塗装面積  

溶接延長等  

報告書  設計概要書  －  

設計計算書  －  

線形計算書  －  

施工計画書  － 施工方法・特記事項等  

その他参考資料等  － 検討書  
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表6.2 橋梁拡幅設計成果品一覧表 

設計 

種別 
設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要 

橋

梁

拡

幅

予

備

設

計 

設計図  橋梁位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500   

比較一覧表  －  

概算工事

費  

数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  － 比較検討書等  

概略設計計算書  － 応力及び安定計算  

その他参考資料等  －  

橋
梁
拡
幅
詳
細
設
計 

設計図  橋梁位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500  橋種・設計条件・地質図  

ボーリング位置等を記入  

線形図  適宜 平面・縦断・座標  

構造一般図  1:50～1:500   

上部工構造詳細図  1:20～1:100  主桁・横桁・対傾構・主構・床組・

床版・支承・伸縮装置・排水装置・

高欄防護柵・遮音壁・検査路等・製

作ｷｬﾝﾊﾞｰ図・PC鋼材緊張順序等施工

要領  

下部工構造詳細図  1:20～1:100  橋台・橋脚等  

基礎工構造詳細図  1:20～1:100  杭・ｳｨﾙ・ｹｰｿﾝ等  

仮設工詳細図  適宜 仮締切・土留・仮橋等  

数量計算  数量計算書  － 材料表・塗装面積  

溶接延長等  

報告書  設計概要書  －  

設計計算書  －  

線形計算書  －  

施工計画書  － 施工方法・特記事項等  

その他参考資料等  － 検討書  
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表6.3 橋梁補強設計成果品一覧表 

設計 

種別  

設計項目  成果品項目  縮 尺  摘 要  

橋
梁
補
強
予
備
設
計 

設計図  橋梁位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500   

比較一覧表  －  

概算工事

費  

数量計算書  － 概略  

概算工事費  －  

報告書  設計概要書  － 比較検討書等  

概略設計計算書  － 応力及び安定計算  

その他参考資料等  －  

橋
梁
補
強
詳
細
設
計 

設計図  橋梁位置図  1:25000～1:50000  市販地図等  

一般図  1:50～1:500  橋種・設計条件・地質図  

ボーリング位置等を記入  

線形図  適宜 平面・縦断・座標、適宜  

構造一般図  1:50～1:500   

上部工構造詳細図  1:20～1:100  主桁・横桁・増桁対傾構・主構・床

組・床版補強・桁連結・PC 鋼材緊張

順序等施工要領  

下部工構造詳細図  1:20～1:100  沓座拡幅・橋脚巻立  

基礎工構造詳細図  1:20～1:100  橋台・橋脚基礎補強  

仮設工詳細図  適宜 仮締切・土留・仮橋等  

数量計算  数量計算書  － 材料表・塗装面積  

溶接延長等  

報告書  設計概要書  －  

設計計算書  －  

線形計算書  － 適宜  

施工計画書  － 施工方法・特記事項等  

その他参考資料等  － 検討書  
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